
「すみだ健康づくり総合計画」事業一覧

基本目標１　ライフコースを意識した健康づくりの推進

取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

健康推進課
国保年金課

Ⅰ-1 各種健康診査の実施

生活習慣病等の予防と早期発見のため、
・墨田区国民健康保険特定健康診査（特定
健康診査）
・７５歳以上の健康診査
・生活習慣病予防健康診査
・若年区民健康診査等
　を実施します。

・特定健康診査　対象人数　３４,４７５人
・７５歳以上の健康診査　対象人数　３２，９３２人
・生活習慣病予防健康診査　対象人数　５，０７８
人
・若年区民健康診査　申込者数　１，０６７人

・特定健康診査
　対象人数約３４，５００人
・７５歳以上の健康診査
　対象人数　約３３，８００人
・生活習慣病予防健康診査
　対象人数　約６，２００人
・若年区民健康診査
　申込予定者数　１，５００人

A
若年区民健康診査に
ついて、受診勧奨を行
う。

健康推進課
国保年金課

Ⅰ-2
健康診査受診勧奨の
実施

特定健康診査の受診者を増やすため、
はがき及び電話による受診勧奨を行いま
す。
特定健康診査の「経年結果」を通知すること
で、自らの健康状態を再確認してもらうと
ともに、毎年の定期受診を促します。
その他の健診についても、既存事業を活用
し、受診を促します。

・はがきによる受診勧奨送付件数
第１回目：２５，０００件（不定期受診者・受診未経
験者のうちAIによる優先順位順）
第２回目：１０，０００件（①不定期受診者・受診未
経験者、②連続受診者の順でAIによる優先順位
順）
・電話勧奨人数：３，２２６人
・経年結果通知送付人数：１３，３５０人

・はがきによる受診勧奨送付予定件数
第１回目：２５，０００件（不定期受診者・受診
未経験者のうちAIによる優先順位順）
第２回目：１０，０００件（①不定期受診者・受
診未経験者、②連続受診者の順でAIによ
る優先順位順）
・電話勧奨予定人数：３，０００人
・経年結果通知送付予定人数：１４，０００人

A

健康推進課
国保年金課

Ⅰ-3 健診受診機会の創出

各種健診の受診者を増やすため、
・近隣区と相互に受診できる体制を構築し
ます。

江東区内の医療機関においても各種健康診査を
実施した。
特定健診148人、75歳以上健診273人、生活
習慣病健診10人

江東区内の医療機関においても各種健康
診査を実施する。

A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-17

「すみだ けんしんダイ
ヤル」の運営

各種健診・がん検診の受診を促進し、健診
（検診）を安定的に運用するため、
・健診（検診）の申込み・受診票等の再発行・
問合せ対応を行う専用のコールセンター「す
みだ けんしんダイヤル」を設置・運営しま
す。

「すみだ　けんしんダイヤル」を設置
がん検診の申込みや受診票の再発行をはじめ、
がん検診事業の適切な案内をすることで、受診
につなげた。

「すみだ　けんしんダイヤル」を設置
がん検診の申込みや受診票の再発行をは
じめ、がん検診事業の適切な案内をするこ
とで、確実に受診につなげる。 A

健康診査
受診率
の向上

令 和 ７ 年 ８ 月 ４ 日
墨田区保健衛生協議会（資料４）



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

健康推進課 Ⅰ-4 健康相談の実施

疾病の予防・早期発見、健康の保持・増進を
図るため、
・保健師、（管理）栄養士等による「心身の健
康に関する個別の相談」を実施し、必要な指
導及び助言を行います。

保健師、（管理）栄養士等が「心身の健康に関す
る個別の相談」を実施した。電話・来所などで必
要な指導及び助言を行い、疾病の予防・早期発
見、健康の保持・増進を図ることができた。
◆墨田区の福祉・保健より
　地域保健活動「分野別相談・指導等 」の
　「相談・指導の総数」+「関係機関連絡の総数」
　Ｒ4：35,691、Ｒ5：32,167、Ｒ６は未確定

保健師、（管理）栄養士等が心身の健康に関
する個別の相談に応じ、電話・来所などで
必要な指導及び助言を行う。
疾病の予防・早期発見、健康の保持・増進を
図る。

A

健康推進課
国保年金課

【健康推進課】
・特定保健指導を実施した。
・生活習慣病予防のための保健指導（非肥満）を
実施した。
・医療機関未受診者に対する受診勧奨を行った。
1,209人

【健康推進課】
・特定保健指導を実施する。
・生活習慣病予防のための保健指導（非肥
満）を実施する。
・医療機関未受診者に対する受診勧奨を行
う。1,000人

A

健康推進課

【健康推進課】
・健診受診者から電話、来所等により個別に相談
を受け、保健指導を実施した。
◆墨田区の福祉・保健より
　地域保健活動「生活習慣病」相談指導数
　Ｒ4：717、Ｒ5：349、Ｒ６は未確定

【健康推進課】
・健診受診者から電話、来所等により個別
に相談を受け、保健指導を実施する。

A

生活福祉課
保健計画課

Ⅰ-6
被保護者の健康管理
支援事業の実施

・生活保護受給者に、自らの健康状態の理
解を促す。
これにより、生活習慣病の発症及び重症化
予防のための適切な受療行動につなげま
す。

被保護者に係る
・生活習慣病予防健診受診者や治療中断者への
個別の保健指導・及び医療機関受診勧奨を実施
した。96件
・医療機関受診同行、ＣＷとの同行訪問、単独訪
問等を実施した。174件
・医療・健康面に関する相談実施。相談：485件
関係機関連携：152件（令和６年度より非常勤保
健師を配置し積極的に活用した）

【新たなプログラム】
・生活習慣病発症リスク予測ＡＩを活用した
被保護者へのアプローチを行う。
（現在は特定の生活習慣病未発症であるが
将来発症する可能性が高い者の発症予防
に注力することで、これまでの中心的な取
組であった既発症者の重症化予防から軸
足を移してゆく。これにより中長期的には
「被保護者の全体的な健康度の底上げ」が
期待できる）予定件数:10件

A

令和６年度は保健師の
配置が、同７年度は生
活習慣病発症リスク予
測ＡＩの導入が実現し、
年々事業の充実が図
られている。

国保年金課
健康推進課

Ⅰ-7
生活習慣病重症化予

防の実施

・生活習慣病重症化予防事業プログラムを
実施します。
　（対象者：糖尿病性腎症重症化の恐れがあ
る人（健診の結果やレセプトデータによる）
・個別支援を実施します。
　（対象者：健診の結果から生活習慣病の重
症化が疑われる人）
・医療機関受診勧奨を実施します。
　（対象者：健診の結果から生活習慣病の重
症化が疑われる人）

【国保年金課】
・令和５年度生活習慣病重症化予防事業参加者
の実績を検証した。
・健診の結果から糖尿病等の重症化が懸念され
る人を抽出し、個別保健指導を実施した。
・より多くの参加者を獲得するため、電話勧奨を
実施した。
・過去の事業参加者にフォローアップを実施し
た。
　個別支援実施数　８人　フォローアップ実施数
６人
【健康推進課】
・医療機関未受診者に対し、通知発送及び架電に
よる受診勧奨を実施した：１,２０９人

【国保年金課】
・令和６年度生活習慣病重症化予防事業参
加者の実績を検証。
・健診の結果から糖尿病等の重症化が懸念
される人を抽出し、個別保健指導を実施す
る。
・より多くの参加者を獲得するため、電話
勧奨を実施する。
・昨年度事業参加者にフォローアップを実
施する。
【健康推進課】
・医療機関未受診者に対する受診勧奨を実
施する。予定人数：1,000人

A

Ⅰ-5
健診結果に基づく保
健指導の実施

・若年区民健康診査の結果に基づき、保健
指導を行います。
・特定健康診査の結果で、メタボリックシン
ドローム又はその予備群に該当した人には
特定保健指導を行います。
・肥満ではなくても生活習慣病のリスクが高
いと判定された人への個別保健指導を実施
します。

健康相談・
保健指導
の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

保健計画課
国保年金課

Ⅰ-8
生活習慣病対策に係
る地域連携検討会の
実施

生活習慣病対策推進のため、
・地域の医療・福祉関係者と行政による検討
会を設置する。
　（健診・医療・介護等のデータに基づく課題
の共有や対策の検討を行う）

【保健計画課】
保健事業等地域連携検討会：３回開催。
（糖尿病連携パスの改定などについて検討した）
【国保年金課】
・糖尿病重症化予防事業：前年度の検証報告を
行った。
・重複・多剤服薬者指導：今年度の実施状況を中
心に、課題や対策等について、検討・情報共有を
行った。

【保健計画課】
保健事業等地域連携検討会を開催
（地域の健康課題について検討する）
【国保年金課】
糖尿病重症化予防事業：前年度の検証報告
を行う。
重複・多剤服薬者指導：今年度の実施状況
を中心に、課題や対策等について、検討・情
報共有を行う。

A

保健計画課
Ⅰ-9

糖尿病医療連携の実
施

糖尿病患者の治療や生活改善を効果的に行
えるよう、
「糖尿病連携手帳を柱にした医療連携」を推
進します。
推進に当たり「墨田区糖尿病連携パス」を作
成し、活用します。

・糖尿病連携パスについて最新情報に更新した。
・ホームページ等で周知した。
・糖尿病連携パスを希望者に配布した。

・糖尿病連携パスについて最新情報に更新
する。
・ホームページ等で周知する。
・糖尿病連携パスを希望者に配布する。 A

保健計画課 Ⅰ-10
健康サポート薬局等
との連携

健康の保持・増進を積極的に支援する機能
を備えた健康サポート薬局等の活用・連携
を促進し、身近な地域での支援の仕組みを
整備します。（厚生労働省の事業：登録は生
活衛生課：現在も継続）

・健康サポート薬局を含む地域の医療・介護関係
者と連携し、生活習慣病重症化予防や在宅療養
を推進した。（厚生労働省の事業：登録は生活衛
生課）

・健康サポート薬局を含む地域の医療・介
護関係者と連携し、生活習慣病重症化予防
や在宅療養を推進する。（厚生労働省の事
業：登録は生活衛生課）

A

健康推進課 Ⅰ-11 健康セミナーの実施

健康に関するテーマで講演会、体操教室、調
理実習、生活習慣病予防教室等を実施し、
区民の健康の保持・増進を図ります。

・健康セミナーを３回実施した。 ・健康に関するテーマで講演会、体操教室、
調理実習、生活習慣病予防教室等を実施
し、区民の健康の保持・増進を図る。 A

健康推進課 Ⅰ-12 健康教育活動の実施

地域や学校等からの依頼に基づき、健康の
保持・増進を目的に、講演会等を開催しま
す。

・健康教育活動を５回実施した。 ・町会、自治会からの依頼により、地域住民
を対象とした健康に関する講演会や講座を
実施する。 A

健康推進課 Ⅰ-13
健康づくり等に関す
る普及啓発

健康づくりや生活習慣病予防についてのパ
ンフレットの作成及び配布、区報やホーム
ページ、SNS、イベント等を活用して、普及
啓発を行います。

・健康づくりに関する週間や月間等の機会に合
わせて、「健康づくり等に関する普及啓発」や「関
連パンフレットの配布等」を行った。

・健康づくりに関する週間や月間等の機会
に合わせて、「健康づくり等に関する普及啓
発」や「関連パンフレットの配布等」を行う。 A

生活習慣
病予防に
関する普
及啓発の
実施

生活習慣
病予防に
係る地域
連携の
推進
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方向性
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健康推進課 Ⅰ-14 各種がん検診の実施

区民の死亡原因の第１位であるがんの早期
発見・早期治療につなげるため、科学的根
拠に基づき、胃がん、大腸がん、肺がん、子
宮頸がん、乳がんについて、医療機関等で
検診を実施します。

各種がん検診＜受診者数＞
・胃がん検診（胃部エックス線検査）１，５５７人
・胃がん検診（胃内視鏡検査）３，６９２人
・大腸がん検診　１８，５６５人
・肺がん検診　９，０７６人
・子宮頸がん検診　７,５４０人
・乳がん検診　５,９３５人

各種がん検診＜予定受診者数＞
・胃がん検診（胃部エックス線検査）３,４００
人
・胃がん検診（胃内視鏡検査）２,２００人
・大腸がん検診　２１,５５０人
・肺がん検診　１０,５００人
・子宮頸がん検診　７,４００人
・乳がん検診　５,７８０人

A

健康推進課 Ⅰ-15 がん検診の精度管理

質の高いがん検診を実施するため、精検受
診率やがん発見率等の指標に基づく評価や
分析を行うとともに、医療機関等の関係機
関と連携し、検診実施者への研修や実態調
査、「がん検診精度管理部会」等を行いま
す。また、「要精密検査」と判定された人へ
の受診勧奨と結果把握を確実に行い、検診
体制の改善と精度の向上につなげます。

・東京都がん検診精度管理評価事業を実施した。
・受診勧奨及び結果把握調査を実施した。
（対象者：「墨田区がん対策推進計画」に基づき、
検診の結果、要精密検査と判定された人）
・墨田区がん対策推進会議「がん検診精度管理部
会」において、各種がん検診の精度管理について
検討を行った。

・東京都がん検診精度管理評価事業を実施
する。
・受診勧奨及び結果把握調査を実施する。
（対象者：「墨田区がん対策推進計画」に基
づき、検診の結果、要精密検査と判定され
た人）
・墨田区がん対策推進会議「がん検診精度
管理部会」において、各種がん検診の精度
管理について検討する。

A

健康推進課 Ⅰ-16
がん検診受診率の向
上

がんのリスクが高い年齢層への個別通知に
よる受診勧奨等を行うとともに、定員の拡
大にも努め、がん検診受診率の向上を図り
ます。また、企業等でがん検診を受ける機会
がある人も多いことから、職域と連携した
受診率向上策を進めていきます。

・胃がん検診においてモデル実施を実践した。
　（対象者：全ての対象者に対する受診勧奨）
・ポスターやパンフレットを区内各薬局において
掲示及び配布した。
・電子申請等において、試行的にオプトアウト方
式の申込を導入した。

・胃がん検診においてモデル実施をする。
　（対象者：全ての対象者に対する受診勧
奨）
・ポスターやパンフレットを区内各薬局にお
いて掲示及び配布をする。
・肺がん検診において、受診率向上とがん
検診認知のため、勧奨年齢を拡大する。

A

健康推進課 Ⅰ-17
「すみだ けんしんダイ
ヤル」の運営

各種健診・がん検診の受診を促進し、健診
（検診）を安定的に運用するため、健診（検
診）の申込み・受診票等の再発行・問合せ対
応を行う専用のコールセンター「すみだ け
んしんダイヤル」を設置・運営します。

・がん検診の申込みや受診票の再発行をはじめ、
がん検診事業の適切な案内をすることで、受診
につなげた。

・がん検診の申込みや受診票の再発行をは
じめ、がん検診事業の適切な案内をするこ
とで、確実な受診につなげる。

A

効果的な
がん検診
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

健康推進課 Ⅰ-18
がんに関する普及啓
発

９月のがん制圧月間や１０月の乳がん月間
に合わせてがん対策普及啓発イベントを実
施するとともに、各種イベントでのＰＲ活動
やパンフレットの配布等を通して、わかりや
すく、がん予防やがん検診、がんの治療、療
養生活に関する知識を広く周知します。

・がん対策普及啓発イベントを開催した。2回
・各種イベントでの普及啓発を実施した。
・がんに関する講演会を開催した。1回
・啓発パンフレットの関係機関への送付と窓口配
布を行った。

・がん対策普及啓発イベントを開催する。
・各種イベントでの普及啓発を実施する。
・がんに関する講演会を開催する。
・啓発パンフレットの関係機関への送付と
窓口配布する。

A

健康推進課
指導室

Ⅰ-19 がん教育の実施

いのちと健康の大切さについて学び、がん
に対する正しい知識とがん患者への正しい
理解を身に付けることなどを目的に、児童・
生徒に対して、教育委員会と連携したがん
教育を実施します。

・がん教育の授業を実施した。
（対象者：全区立小・中学校(小学校２５校、中学
校１０校）において小学校６学年、中学校２学年）

・がん教育の授業を実施する。
（対象者：全区立小・中学校において小学校
６学年、中学校３学年対象）

A

科学的根
拠に
基づく
がん予防
の推進

健康推進課 Ⅰ-20
科学的根拠に基づく
がん予防の推進

がんのリスクに影響することが明らかな要
因（喫煙・飲酒・食事・身体活動・体形・感染）
について、普及啓発や改善支援等の取組
を、生活習慣病対策との連携を図りながら
推進します。

・健診や保健指導受診者へのパンフレット配布
や、健康教育の機会を利用して普及啓発を行っ
た。

・がんのリスク要因である喫煙等について
健診、保健指導、健康教育の機会を利用し
て普及啓発を行う。

A

健康推進課 Ⅰ-21
がんの相談・支援体
制の整備

がんになっても自分らしく暮らせるよう、各
相談窓口や患者支援活動と連携し、患者や
家族に必要な支援や情報を提供します。ま
た、がんになっても働き続けることができ
るよう、治療と仕事の両立支援について職
域と連携して取り組みます。

・がん対策普及啓発イベントにおいて、相談支援
に関する情報を提供した。
・支援団体と連携して、支援事業を実施した。
・ウィッグ等補整具の助成事業を行った。
 136件

・がん対策普及啓発イベントにおいて、相談
支援に関する情報を提供する。
・支援団体と連携して、支援事業を実施す
る。
・ウィッグ等補整具の助成事業を行う。 A

健康推進課 Ⅰ-22
がんと診断された時
からの切れ目ない緩
和ケアの提供

がんと診断されたときからの緩和ケアにつ
いて、リーフレットの配布やイベント等を通
じて普及啓発を行います。また、医師会、歯
科医師会、薬剤師会等の関係機関と連携し
て、がん患者やその家族への支援を行いま
す。

・関係機関との連携により、緩和ケアの普及啓発
を行った。
・区のホームページ等で情報発信を行った。

・関係機関との連携により、緩和ケアの普
及啓発を行う。
・区のホームページ等で情報発信を行う。

A

食に関す
る

普及啓発
の推進

健康推進課
学務課

Ⅰ-23 食に関する普及啓発

食生活に関するテーマを取り上げた講習会
等を実施し、知識の普及と食生活の改善を
図ります。

【健康推進課】
・食生活に関する講習会を実施した。
・食生活講習会：３回
・親子料理教室：１回
【学務課】
・学校給食レシピを使用し、講習会を実施した。
・親子料理教室：２回
・食育学習見学会：１回

【健康推進課】
・食生活に関する講習会を実施する。
・食生活講習会：３回
・親子料理教室：２回
【学務課】
・学校給食レシピを使用し、講習会を実施す
る。
・親子料理教室：２回
・食育学習見学会：１回

A

食事に関
する

相談支援
の実施

健康推進課 Ⅰ-24 食事相談の実施

生活習慣病予防等や食生活の改善につい
て、（管理）栄養士による電話や面談での食
事相談を行います。

・電話・面談での食事相談を実施した。７１件
・乳幼児相談の一部オンライン実施整備を行っ
た。

・電話・面談相談を実施する。
・オンライン相談（乳幼児）を実施する
（区民の栄養・食生活を支援） A

がんになっ
ても
安心して
暮らす
ことのでき
る

体制づくり

がんに関
する
正しい知
識の

普及啓発・
健康教育
の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

乳幼児期
からの
食を通じ
た

健康づくり
の推進

健康推進課
子ども施設課
学務課

Ⅰ-25
保育施設、学校との
連携による食を通じ
た取組の実施

乳幼児期からの健康づくりを推進するた
め、関係機関との連携により、取り組みま
す。

・墨田区行政栄養士業務連絡会を８回開催（情報
共有と連携）した。

・墨田区行政栄養士業務連絡会を開催（情
報共有と連携）する。

A

健康推進課
子ども施設課
学務課

【健康推進課】
・野菜摂取向上の取組やおすすめレシピをホーム
ページ等で紹介した。
・様々なイベント等で野菜摂取度測定を行い、
データの蓄積を図った。
・区独自のデータを盛り込んだ、啓発パンフレッ
トを作成した。
・子ども施設課・保育園と連携し、園児を対象に
した野菜摂取向上及び食育の事業を実施した。

【健康推進課】
・野菜摂取向上の取組やおすすめレシピを
ホームページ等で紹介する。
・様々なイベント等で野菜摂取度測定を行
い、データの蓄積を図る。

A

子ども施設課
学務課

【子ども施設課】
・健康推進課と連携し、２園の区立保育園児を対
象に野菜摂取量増加のための食育事業を実施し
た。
・美味しくバランスのよい給食の提供を通して、
野菜の摂取量増加を推進した。
【学務課】
学校給食や給食だよりを通して、普及啓発を
行った。

【子ども施設課】
・美味しくバランスのよい給食の提供を通
して、野菜の摂取量増加を推進する。
【学務課】
学校給食や給食だよりを通して、普及啓発
を行う。 A

健康推進課 Ⅰ-27
健康的な食環境づく
り

健康の基本となる食環境について、区民の
中食や外食の利用が多くなっていることか
ら、健康的な食を提供する区内飲食店を増
やし、その取組を見える化することにより、
「自然と健康になれる持続可能な食環境づ
くり」を推進します。

未実施（コロナ禍を経て、食環境が多様化し、年
代によっても変化している。多様性に合わせた
食品関連事業者等との連携が不十分だった）

事業対象や方向性等を再考する。
区民が健康づくりに取り組みやすい食環境
の整備に努める。

その他

多様性に
合わせた
食品関連
事業者等
との連携
が不十分
だった

健康推進課 Ⅰ-28
特定給食施設等への
支援

特定給食施設の給食内容の向上を図るた
め、給食管理者、（管理）栄養士、調理担当者
等を対象に、栄養管理技術講習会を実施す
るとともに、来所指導や巡回指導を行いま
す。最新の栄養情報の提供や従業員の健康
の向上に資する講演会等を実施します。

・給食施設情報交換会　１回実施
・来所指導や巡回指導　随時実施
・栄養情報の提供　全施設実施
・講演会等の実施　０回実施

・栄養管理講習会開催の開催　２回を実施
する。
・来所指導や巡回指導の実施　随時を実施
する。
・栄養情報の提供・講演会等を実施する。

A

生活衛生課 Ⅰ-29
栄養成分表示に関す
る相談・普及啓発の
実施

食品に、法律に基づいた正しい栄養成分表
示が行われるよう、事業所から相談を受け
付けます。また、区民が栄養成分表示を見
て、適切に食品を選択できるよう、講習会や
ホームページ等を通じて啓発を行います。

食品表示検討会及び食品表示法講習会を実施し
た。
表示検討会：１２回
事業者向け講習会：１回

食品表示検討会及び食品表示法講習会を
実施する。

A

高齢者福祉課 Ⅰ-30
高齢者配食みまもり
サービス事業

65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ
の世帯（日中に独居状態になる高齢者を含
む）で調理等が困難な方に、定期的に高齢
者に配慮した栄養バランスの良い食事を配
達するとともに、利用者の安否確認を行い
ます。

配食件数２８６，９４４件 配食件数３１０，５６２件

A

Ⅰ-26

野菜摂取向上プロ
ジェクトの実施

（野菜摂取向上プロ
ジェクトの実施）

各世代の野菜摂取量を増やすため、地域関
係者、保育施設や小・中学校、大学、関係各
課と連携して、知識の普及と実践的な取組
を推進します。

健康的な
食事に関
する

取組の推
進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

スポーツ振興課 Ⅰ-31
各種スポーツ教室等
の実施

区民のスポーツ振興を図り、区民体育の向
上と心身の健全な発育に寄与することを目
的に各種スポーツ教室等を実施します。

・体力づくり教室（ちょっと楽しいスポーツ教
室）：２会場（北部：第四吾嬬小学校体育館、南部：
外手小学校体育館）、定員各３５人、通年各１４回
開催した。加えて、３月に両会場の合同教室を実
施した。
延べ参加人数：５０２人
・ボート教室：平井橋艇庫及び平井橋船着き場付
近において、３日間で全６回実施した。
延べ参加人数：２３人

・体力づくり教室（ちょっと楽しいスポーツ
教室）：２会場（北部：第四吾嬬小学校体育
館、南部：外手小学校体育館）、定員各３５
人、通年各１５回開催する。加えて、7月・３
月に両会場の合同教室を実施する。
・ボート教室：平井橋艇庫及び平井橋船着
き場付近において、３日間の計６回で実施
する。

A

スポーツ振興課 Ⅰ-32
総合型地域スポーツ
クラブの活動支援

地域において、自主運営のもと誰もが多種
にわたり楽しくスポーツに親しむことのでき
るスポーツクラブの活動を支援します。

・安定した運営の強化を図る。
・一部の教室、事業等の運営をスポーツクラブに
委託し実施した。
　（より地域に密着したスポーツ振興事業を実施
するため）

・安定した運営の強化の継続を図る。
・さらなる側面的な支援をする。
・一部の教室、事業等の運営をスポーツク
ラブに委託する。
（より地域に密着したスポーツ振興事業を
実施するため）

A

スポーツ振興課 Ⅰ-33
中学校等のスポーツ
施設開放事業

中学校等のスポーツ施設に指導員を配置
し、区民に無料で開放することにより区民
のスポーツ振興を図るとともに、地域住民
の交流を促進します。

・８校（錦糸中、墨田中、堅川中、吾嬬立花中、吾
嬬第二中、旧向島中、寺島中、曳舟小）において、
毎週１回延べ１１種目実施した。

・８校（錦糸中、墨田中、堅川中、吾嬬立花
中、吾嬬第二中、旧向島中、寺島中、曳舟
小）において、毎週１回延べ１１種目実施す
る。 A

スポーツ振興課 Ⅰ-34
各種スポーツ大会の
開催

競技スポーツの振興とともに、日頃の練習
の成果を発揮する場として、各種スポーツ
大会を開催します。こうした取組を通じ、更
なる区民相互の交流促進や健康増進、体
力・技術の維持向上を図ります。

・区民スポーツ大会：２９競技実施した。
・区民スポーツ祭：３６競技実施した。

・区民スポーツ大会：３０競技実施する。
・区民スポーツ祭：３７競技実施する。

A

スポーツ振興課 Ⅰ-35
ホームタウン・スポー
ツチーム連携事業

墨田区をホームタウンとするスポーツチー
ムである「フウガドールすみだ（フットサ
ル）」、「FC東京バレーボールチーム」の選手
が区内の小学校を訪問し、子どもたちの体
力を養う出前授業を行います。

フウガドールすみだ
　・学校訪問教室　８回

フウガドールすみだ
　・学校訪問教室　最大１４回

A

健康増進
の

きっかけ
づくり

健康推進課
スポーツ振興課

Ⅰ-36
区民健康体操（すみ
だ花体操）等の普及

区民に運動習慣を身に付けてもらうため
に、誰でも気軽にできる健康体操「すみだ花
体操」やラジオ体操等を普及します。また、
区民普及員による活動を支援します。

【健康推進課】
・すみだまつり、ユートリヤ祭、環境フェア等の区
のイベントにおいて普及啓発活動を実施した。
・地域の中で花体操普及員による普及活動を実
施した　　普及啓発活動の実績合計　585回
9,689人
【スポーツ振興課】
区民スポーツ祭「ラジオ体操地域大会」を実施し
た。

【健康推進課】
・各イベント等で区民健康体操（すみだ花体
操）を実施する。
【スポーツ振興課】
区民スポーツ祭「ラジオ体操地域大会」を実
施する。

A

スポーツ
の

普及・促進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

健康推進課 Ⅰ-37
すみだウォーキング
マップの作成・配布

区民等に楽しく健康的に歩いてもらうた
め、区内のウォーキングコースを、その見ど
ころや消費カロリー、歩数等とともに掲載し
たウォーキングマップを作成・配布します。
また、区ホームページやウォーキングアプリ
内でもウォーキングコースを紹介します。

新たなウォーキングコースを掲載したマップを
10,000部作成し、区内施設等に配架し区民へ
の配布を行った。

新たなウォーキングコースを掲載したマッ
プを作成し、広く配布することで、手軽に取
り組むことができるウォーキングを促進す
る。

A

健康推進課 Ⅰ-38
すみだ１ウィーク・
ウォークの実施

日常生活における身体活動量（歩数）を増や
すため、ウォーキングのきっかけづくりとし
て、区民等の日常歩数を測定するウォーキ
ングイベント「すみだ１ウィーク・ウォーク」を
実施します。また、ウォーキングアプリを活
用することで、健康無関心層へのアプロー
チを図ります。

令和６年１０月１２月から１１月１７日まで、「すみ
だ１ウィーク・ウォーク」を実施し、427人が参加
した。

「すみだ２ウィーク・ウォーク」を実施し、区
民や区内企業のウォーキングの意識を高め
るとともに、参加者の歩数を集計し、取組
指標の分析を行う。

A

健康推進課 Ⅰ-39
成人歯科健康診査の
実施

20～70歳（５歳節目）の区民を対象に歯科
健診を行い、むし歯や歯周病等の予防と早
期発見、適切な時期での治療を推進し、健
康の保持・増進を図ります。

健診票送付数４３，１２０件
受診者数　４，９８２件
受診率　１１．６％

【健康推進課】
受診勧奨(はがき、LINE,区報）を行い、早
期受診、早期治療、かかりつけ歯科医の定
着を促進する。
継続して受診しない理由を調査する。

B
受診率
の向上
が課題

国保年金課
健康推進課

Ⅰ-40
後期高齢者歯科健康
診査の実施

75・77・79・81・83歳の区民を対象に歯
科健診を行い、口腔機能低下の予防と歯周
病等の早期発見、早期治療につなげます。

【国保年金課】
広域連合との連絡調整・取りまとめ・予算関係の
庶務を行った。
【健康推進課】
健診票送付数１２，５２２人
受診者数　２，０３５人　　受診率　１６．３％
※達成状況Ａの理由（受診率）については、備考
に記載。

【国保年金課】
広域連合との連絡調整・取りまとめ・予算
関係の庶務を行う。
【健康推進課】
対象年齢に85歳を追加して実施する。受
診勧奨により、早期受診、早期治療、かかり
つけ歯科医の定着を促進する。

A

・R7.4.1から「取組・内
容」の年齢に85歳が加わ
る。
・「取組・内容」に83歳を
追加した。
※受診率が前年度を超え
なくても達成状況Ａとし
た理由は、受診期間が一
年間のため、追加した年
齢の初年度は受診率が低
くなることから、全体も下
がるため。
（例）R元年度19.2％→
R2年度15.3％（77歳を
追加）、R3年度17.3％
→R4年度16.6％（81歳
を追加）、R5年度17.9％
→R6年度16.3％（83歳
を追加）

身体活動
向上

プロジェク
トの
推進

成人及び
高齢者
歯科健康
診査の
実施



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

健康推進課 Ⅰ-41
妊産婦歯科健康診査
の実施

妊産婦を対象に、歯科健診を行い、むし歯や
歯周病等口腔内疾患の予防と早期発見、適
切な時期での治療を推進し、安心な出産及
び産後に備えます。

健診票送付数２，６６７件
受診者数　１，４２５件
受診率　５３．４％

妊婦及び産婦を対象に歯科健診を実施す
る。

A

健康推進課 Ⅰ-42
乳幼児歯科健康診査
の実施

1歳6か月児歯科健診、3歳児歯科健診を通
じ、むし歯の予防及び早期発見を推進し、乳
幼児の口腔の健康の保持・増進を図ります。

・１歳６か月児健診
　向島：１４回　４５９人　本所：１７回　５６３人
　すみだ保健子育て総合センター：１５回　７６７
人
・３歳児健診
　向島：１４回　４９３人　本所：１６回　５０５人
　すみだ保健子育て総合センター：１８回　６７３
人

・１歳６か月児健診
　すみだ保健子育て総合センター：３６回
・３歳児健診
　すみだ保健子育て総合センター：４０回

A

健康推進課 Ⅰ-43
歯科衛生相談等の実
施

3歳未満の乳幼児を対象に、歯科健診や相
談、歯科予防処置（歯みがき指導等）を実施
し、むし歯予防についての知識の習得と乳
幼児の口腔の健康づくりを支援します。

・歯科健診・相談
　向島：７回　３０人　本所：７回　５０人
　すみだ保健子育て総合センター：５回　５１人
・歯みがき教室
　向島：４９回　１８３人　本所：５４回　２２９人
　すみだ保健子育て総合センター：４８回　１８３
人

・歯科健診・相談
　すみだ保健子育て総合センター：１２回
・歯みがき教室
　すみだ保健子育て総合センター：１１２回

A

健康推進課
Ⅰ-44

歯と口の健康に関す
る健康教育の実施

口腔保健の向上に関する普及啓発を行うこ
とで、区民の歯と口の健康への関心を高
め、区民自らの行動により健康を築き上げ
ていくことを支援します。

・３月１０日に歯科講習会「健康長寿は歯と口の
健康から～笑顔でおいしく食べることの幸せ～」
を実施し、８０名が参加した。

・歯科講演会の開催
・健康セミナー等の実施や区報及びイベン
ト等を活用して、健康づくりに関する普及
啓発を行う。

A

健康推進課
Ⅰ-45

歯と口の健康週間普
及事業の実施

６月の「歯と口の健康週間」に合わせて、向
島・本所歯科医師会との共催で、歯と口の
健康をテーマにしたイベント等を開催し、口
腔保健の向上について普及啓発を行いま
す。

・「お口の健康自信ありますか？」を実施した。
　（本所歯科医師会との共催）
・「歯・口の健康週間フェスティバル」を実施した。
　（向島歯科医師会との共催）

「歯と口の健康週間」に合わせた普及事業
を、向島歯科医師会、本所歯科医師会との
共催により実施する。

A

健康推進課
Ⅰ-46

8020（ハチマルニイ
マル）運動の推進

生涯にわたり自分の歯で食べることができ
るよう８０２０運動を推進します。

・本所歯科医師会
　お口の健康自信ありますか？において、
8020達成者表彰式を
実施。７２名の推薦があり、２９名が出席した。
・向島歯科医師会
　歯・口の健康週間フェスティバルにおいて、
8020達成者表彰式を実施。１９名の推薦があ
り、１５名が出席した。

向島歯科医師会、本所歯科医師会において
「８０２０」の達成者を選出し、8020達成者
表彰式を実施する。

A

健康推進課
Ⅰ-47

学校歯科保健との連
携推進

むし歯等を予防し、口腔の健康を保持・増進
するために、学校歯科保健との連携を図り
ます。

・学校巡回指導を実施した。（２回）
・「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクー
ル」を実施した。

・区内小・中学校を対象に、「歯・口の健康に
関する図画・ポスターコンクール」を実施す
る。
・学校巡回指導等の歯科保健指導や、普及
啓発を行う。

A

健康推進課
Ⅰ-48

保育施設との連携推
進

園児の口腔の健全な発育を支援するため、
歯と口の健康に関する情報を提供します。

・歯と口の健康週間に合わせて園児向けの講話
を実施した。
（22園　５１３人）

・保育施設等との連携を図り、園児の歯と
口の健康づくりに関する普及啓発に取り組
む。 A

妊産婦及
び乳幼児
歯科健康
診査の
充実

歯と口の
健康に
関する
普及啓発
の推進

保育施設・
学校
との連携
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

適切な休
養・

睡眠に関
する

普及啓発
の推進

健康推進課 Ⅰ-49
適切な休養・睡眠に
関する普及啓発

適切な休養や睡眠をとることの大切さにつ
いて、ポスターやパンフレット等により普及
啓発を行います。

・睡眠をテーマに講演会（オンデマンド配信）を開
催した。
・講演会開催回数1回、参加人数96名
・窓口対応や相談業務の中でパンフレット等、啓
発資材の配布を行った。

・適切な休養・睡眠について、ポスターやパ
ンフレット等を用いて啓発を行う。

A

健康推進課

【健康推進課】
・心の健康相談　27回
　相談件数42件（延べ数）
・思春期相談（専門医相談）11回
　相談件数16件（延べ数）
※12回開催予定であったが講師都合により1回
中止
・思春期相談（臨床心理士相談）
　12回13件（延べ数）
・依存症相談（専門医相談）
　12回21件（延べ数）
・ファミリーメンタル相談
　（専門医相談）6回9件（延べ数）

精神科専門医等による相談や、保健師によ
る相談・訪問指導を実施する。
心の健康相談（専門医相談）24回
思春期相談（専門医相談）12回
思春期相談（臨床心理士相談）12回
依存症相談（専門医相談）12回
ファミリーメンタル相談
（専門医相談）6回
専門相談とは別に保健師による相談・訪問
指導は地域保健活動として随時実施する。

A

保健予防課

なし（令和５年度に「コロナこころの電話相談セン
ター」は設置終了）

なし

その他

令和５年
度に「コ
ロナここ
ろの電
話相談
セン
ター」は
設置終
了

保健予防課 Ⅰ-51
かかりつけ医と精神
科医の連携推進

医療機関で実施する特定健康診査等の問診
結果で、うつ症状が疑われる方の早期発見・
早期治療に結びつけるため、「墨田区自殺
予防のための医療関係者連携マニュアル」
の活用を推進します。

・「墨田区自殺予防のための医療関係者連携マ
ニュアル」を活用し、かかりつけ医から専門医療
機関へ紹介した。
　紹介件数　106件

・かかりつけ医から専門医療機関へ紹介す
る。

A

健康推進課 Ⅰ-52
依存症に関する相談
の実施

アルコールやギャンブル、薬物等による依存
症に関する相談を実施し、依存症の方やそ
の家族、関係者に、治療や再発防止、社会復
帰のための支援を行います。

・依存症相談（専門医相談）12回21件（延べ数）
・ファミリーメンタル相談（専門医相談）6回9件
（延べ数）

【令和7年度計画】
依存症相談（専門医相談）12回
ファミリーメンタル相談（専門医相談）6回 A

生活衛生課 Ⅰ-53
薬物乱用防止に関す
る普及啓発

東京都薬物乱用防止推進墨田地区協議会
及び区内小・中学校と連携し、薬物乱用防止
の啓発事業を実施します。

・普及啓発物品の購入等、東京都薬物乱用防止
推進墨田地区協議会の活動を支援した。
・中学生薬物乱用防止ポスター標語を募集し（７
月）、作品展を開催した（１２月）。
　応募数：ポスター６４作品、標語７８９作品

・東京都薬物乱用防止推進墨田地区協議会
の活動支援を行う。
・中学生薬物乱用防止ポスター標語の募集
及び作品展開催する。 A

保健センターでの精神科専門医等による相
談や、保健師による相談・訪問指導を実施し
ます。また、アルコール等の依存症や思春期
問題等、様々なこころの悩みや問題につい
て、専門員等が相談に対応します。

こころの健康相談の
実施

Ⅰ-50

こころの健
康

づくりの推
進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

禁煙支援
の推進

健康推進課 Ⅰ-54 禁煙支援の実施

禁煙を希望する人を支援するため、禁煙に
かかる医療費の一部を補助する「禁煙医療
費補助事業」を実施するとともに、薬局での
禁煙サポートの利用を促します。また、健康
診査や特定保健指導等の機会を通じて禁煙
支援を行うほか、がん対策普及啓発イベント
の際に禁煙相談等を実施します。

・禁煙を希望する人に禁煙医療費補助事業を実
施した。：事業への登録（禁煙治療開始前又は治
療中）50件、治療後の補助件数 １４件
・特定保健指導等の機会を通じて禁煙支援を実
施した。
・禁煙週間キャンペーンやがん対策普及啓発イベ
ントの際に禁煙相談等を実施した。

・禁煙を希望する人に禁煙医療費補助事業
を実施する。
・特定保健指導等の機会を通じて禁煙支援
を実施する。
・禁煙週間キャンペーンやがん対策普及啓
発イベントの際に禁煙相談等を実施する。

A

健康推進課 Ⅰ-55
健康増進法等に基づ
く受動喫煙防止対策
の実施

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止
条例等に基づき、区内の施設、飲食店、事業
所等の受動喫煙防止対策を推進します。

・区民から意見、苦情のあった区内の飲食店等に
対し17件の助言・指導を行った。
・区内飲食店に受動喫煙に関する法令の周知の
ため、ダイレクトメールの送付を行った。

受動喫煙対策として、飲食店等に対する法
令等の周知や、現地確認による助言指導等
を行う。 A

公園課 Ⅰ-56 公園等の禁煙化

墨田区立公園条例」及び「区民広場の設置
及び管理に関する要綱」に基づき、公園、児
童遊園及び区民広場を原則禁煙とし、公園
利用者の望まない受動喫煙を防止します。

・通報等により公園、児童遊園及び区民広場にお
ける喫煙を確認した際に、職員による適切な注
意喚起を実施した。

・通報等により公園、児童遊園及び区民広
場における喫煙を確認した際に、職員等に
よる適切な注意喚起を実施する。 A

健康推進課 Ⅰ-57
たばこによる健康被
害に関する普及啓発

世界禁煙デー及び禁煙週間に合わせて、普
及啓発イベントを実施します。また、各種イ
ベントや保健事業において、関係機関（医療
機関、薬局等）や企業、民間団体と協働で、
喫煙や受動喫煙の健康影響等について正し
い知識の普及啓発を行います。

・世界禁煙デー及び禁煙週に合わせて、ホーム
ページにて普及啓発を行った。
・がん対策普及啓発イベント等にて、禁煙や受動
喫煙防止に関する展示を行った。

・世界禁煙デー及び禁煙週に合わせて、
ホームページにて普及啓発を行う。
・がん対策普及啓発イベント等にて、禁煙や
受動喫煙防止に関する展示を行う。 A

地域活動推進課 Ⅰ-58
路上喫煙防止対策の
実施

路上での喫煙によるやけど等の被害の防
止、たばこの吸殻の散乱防止等、マナー向上
のため制定した「墨田区路上喫煙等禁止条
例」に基づき、路上喫煙防止対策を推進しま
す。

・啓発指導員によるパトロールを実施（５推進地
区）した。
・啓発物資の配布によるPR活動を実施した。
・喫煙所の整備した。

・啓発指導員によるパトロールを実施（５推
進地区）する。
・啓発物資の配布によるPR活動を実施す
る。
・喫煙所の整備をする。
・公衆喫煙所の設置・維持管理の助成をす
る。

A

健康推進課 Ⅰ-59
COPDに関する普及
啓発

COPDと喫煙の関係について、リーフレット
を配布し、イベント等の機会でも普及啓発を
行います。

・がん対策普及啓発イベント（９月）でリーフレット
を配布した。
・女性の健康づくりに関する図書館展示（３月）に
てリーフレットを配布
・はたちのつどいでリーフレットを配布した。

・各イベント等でリーフレット等を配布し、普
及啓発を行う。

A

飲酒によ
る
健康被害
防止対策
の推進

健康推進課 Ⅰ-60
適正飲酒についての
普及啓発・保健指導
の実施

区のお知らせやホームページ、イベント等の
機会を通じて、適正飲酒についての普及啓
発を行います。また、健康相談や健診結果に
基づく保健指導の機会を通じて、飲酒によ
る健康被害防止に努めます。

・区が主催する事業の場での啓発資材の掲示・
配布を行った。
・母子健診や特定保健指導等の場での機会に、
適正飲酒についての保健指導を実施した。

・区が主催する事業の場での啓発資材の掲
示・配布を継続して実施する。
・母子健診や特定保健指導等の場での機会
に、適正飲酒についての保健指導を継続し
て実施する。

A

たばこによ
る

健康被害
防止対策
の推進

受動喫煙
防止対策
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

・学校でのがん教育教材等に、喫煙や飲酒の情
報を盛り込み、未成年者の喫煙や飲酒を防止し
た。

・学校でのがん教育教材等に、喫煙や飲酒
の情報を盛り込み、未成年者の喫煙や飲酒
を防止する。 A

【健康推進課】
母子健診等の機会に、たばこの害、禁煙治療に
ついての保健指導を行った。

【健康推進課】
母子健診等の機会に、たばこの害、禁煙治
療についての保健指導を行う。 A

指導室

【指導室】
たばこの害についてのリーフレットを各学校に配
布し、学習指導要領に基づいて、保健授業を行っ
た。
・がん教育において、外部講師を活用した、たば
こ・飲酒の健康影響についての学習を行い、未成
年者への喫煙・飲酒防止対策を推進した。

【指導室】
たばこの害についてのリーフレットを各学
校に配布し、学習指導要領に基づいて、保
健授業を行う。
・がん教育において、外部講師を活用した、
たばこ・飲酒の健康影響についての学習を
行い、未成年者への喫煙・飲酒防止対策を
推進する。

A

健康推進課 Ⅰ-62
妊産婦の喫煙及び飲
酒の防止

妊産婦の喫煙及び飲酒を防止するため、親
子健康手帳（母子健康手帳）発行時や各母
子保健事業等で働きかけます

・親子健康手帳（母子健康手帳）発行時や「ゆりか
ご・すみだ」の面接で禁煙支援を実施する。
・妊娠中及び産後の受動喫煙防止についての啓
発を行った。

・親子健康手帳（母子健康手帳）発行時や
「ゆりかご・すみだ」の面接で禁煙支援を実
施する
・妊娠中及び産後の受動喫煙防止について
の啓発を行う。

A

健康推進課 Ⅰ-63
女性の健康づくりに
関する普及啓発

女性が自らの健康に関する情報を入手しや
すいよう、ホームページ等を活用して情報
発信します。
乳がん月間（１０月）や女性の健康週間（３
月）に合わせてイベントを開催し、女性の健
康に関する普及啓発を行います。

【健康推進課】
女性の健康週間に合わせて展示を実施した。
（１回 令和７年３月２２日から４月１６日まで）

【健康推進課】
女性の健康週間に合わせて展示を実施す
る。

A

健康推進課 Ⅰ-64
女性の健康づくりに
関する講習会の実施

女性の健康に関する内容をテーマに、健康
セミナーを開催します。

・女性の健康に関する内容をテーマに、健康セミ
ナー（１回・２９人）。

・女性の健康に関する内容をテーマに、健
康セミナーを開催する。 A

すみだ人権同
和・

男女共同参画事
務所

健康推進課

Ⅰ-65
リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関す
る普及啓発

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖
に関する健康と権利）について、学校や助産
師養成所、関係者と連携して、普及啓発を
行います。

【すみだ人権同和・男女共同参画事務所】
・区のホームページに掲載するとともに、共生社
会推進センターでのパネル展示により、啓発を
図った。
【健康推進課】
・医療関係者、助産師養成所、関係各課と連携し
て普及啓発に努めた。

・推進協議会の運営実施、オンライン相談支
援事業の実施、普及啓発に努める。

B

プレコン
セプショ
ンケアの
考え方
が十分
に浸透し
ていると
は言えな
いため。

衛生委員会で対策を

Ⅰ-61
学校との連携による
未成年者の喫煙、飲

酒の防止

女性の健
康づくり
に関する
普及啓発
の推進

区内小・中学校の保健の授業で、たばこや飲
酒の健康影響について理解を促し、未成年
者の喫煙や飲酒を防止します。また、リーフ
レット等を配布し、啓発を推進します。

未成年者・
妊産婦
の喫煙及
び飲酒の
防止対策
の推進

健康推進課



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-４

健康相談の実施
（うち女性の相談支
援）

疾病の予防・早期発見、健康の保持・増進を
図るため、保健師、（管理）栄養士等が心身
の健康に関する個別の相談に応じ、必要な
指導及び助言を行います。

・疾病の予防・早期発見、健康の保持・増進を図
るため、保健師、（管理）栄養士等が心身の健康
に関する個別の相談に応じ、電話・来所などで必
要な指導及び助言を行った。（Ⅰ-４の「相談・指
導の総数」+「関係機関連絡の総数」内に含）

・疾病の予防・早期発見、健康の保持・増進
を図るため、保健師、（管理）栄養士等が心
身の健康に関する個別の相談に応じ、電
話・来所などで必要な指導及び助言を行
う。

A

共生社会推進セ
ンター

Ⅰ-66
女性のためのカウン
セリング＆ＤＶ相談

女性の様々な悩みを解決するために、専門
のカウンセラーが相談に応じます。

・総相談件数973件 ・専門のカウンセラーによる相談を実施す
る。

A

健康推進課 Ⅰ-67
女性のためのがん検
診手帳の配布

子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上と正
しい知識の普及啓発のため、女性のための
がん検診手帳を配布します。

子宮頸がん・乳がん検診手帳を対象者へ送付し
た。3,046件
＜対象者＞※令和６年４月１日時点の年齢
　子宮頸がん検診：２０歳
　乳がん検診：４０歳

子宮頸がん・乳がん検診手帳を対象者へ送
付する。
＜対象者＞※令和７年４月１日時点の年齢
　子宮頸がん検診：２０歳
　乳がん検診：４０歳

A

健康推進課 Ⅰ-68
女性特有のがん検診
の充実

女性特有の子宮頸がん・乳がんの早期発見・
早期治療を図るため、医療機関等で検診を
実施します。また、検診の結果、要精密検査
と診断された人に対するフォロー体制の充
実を図ります。

・子宮頸がん又は乳がん検診の受診票を節目年
齢と2年前受診者へ送付した。21,921件
・検診の結果、要精密検査と診断された人にアン
ケート調査票を送付し、回答のない方には電話
確認してフォロー体制の充実を図った。524件

＜対象者＞※令和６年４月１日時点の年齢
子宮頸がん検診：２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、４
０歳
乳がん検診：４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳

子宮頸がん又は乳がん検診の受診票を節
目年齢と2年前受診者へ送付する。また、
検診の結果、要精密検査と診断された人に
対するフォロー体制の充実を図る。

＜対象者＞※令和７年４月１日時点の年齢
子宮頸がん検診：２０歳、２５歳、３０歳、３５
歳、４０歳
乳がん検診：４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、
６０歳

A

健康推進課 Ⅰ-69 骨密度測定の実施

高齢者の寝たきりの原因のひとつである骨
粗しょう症を若い頃から予防するため、骨
密度測定を実施し、骨密度低下の早期発見
を図ります。

骨密度測定会：６回
＜対象者＞
３０歳から７０歳までの希望する区民
健康推進課　６回（２０７人）

骨密度測定会：６回
＜対象者＞３０歳から７０歳までの希望す
る区民
健康推進課　　６回 A

健康推進課 Ⅰ-70
骨粗しょう症予防の
普及啓発

骨粗しょう症を予防するための食事や運動
の啓発を行います。また、関係機関が実施
する取組のPR等を行い、多くの区民に骨粗
しょう症予防の機会を提供します。

・骨粗しょう症を予防するための食生活や運動に
ついて、ポスターやパンフレット等を用いて啓発
を行った。

・骨粗しょう症を予防するための食生活や
運動について、ポスターやパンフレット等を
用いて啓発を行う。 A

高齢者福祉課

【高齢者福祉課】
・区報、ホームページ等でフレイル予防に関する
情報を紹介した。
・高齢者支援総合センターにて、フレイル予防に
資する取組を周知した。
・ほっぷステップ元気応援ガイド印刷・配布
　53,000部

【高齢者福祉課】
・区報、ホームページ等でフレイル予防に関
する情報を紹介する。
・高齢者支援総合センターにて、フレイル予
防に資する取組を周知する。 A

保健計画課

【保健計画課】
在宅リハビリテーション事業のリーフレット配布
やホームページ、高齢者支援総合センター・高齢
者みまもり相談室連絡会、ＳＮＳなどで啓発し、フ
レイル予防を行った。

在宅リハビリテーション事業を高齢者支援
総合センター・高齢者みまもり相談室等で
周知しフレイル予防を行った。

A

フレイル予
防に
関する普
及啓発
の実施

骨粗しょう
症予防
の推進

Ⅰ-71
フレイル予防に関す
る普及啓発

女性の健
康等に
関する相
談支援
の充実

女性特有
の

がん検診
の充実

フレイルについて正しく理解し、プレフレイ
ル段階での早期対応や若いうちからの予防
につなげるため、区報やホームページ等で
の紹介、講演会、保健事業等での啓発を行
います。



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

保健計画課
【再掲】
Ⅰ-10

健康サポート薬局等
との連携

健康の保持・増進を積極的に支援する機能
を備えた健康サポート薬局等の活用・連携
を促進し、身近な地域での支援の仕組みを
整備します。

【保健計画課】
薬局を含む地域の医療・介護関係者と連携して
生活習慣病重症化予防や在宅療養を推進した。

薬局を含む地域の医療・介護関係者と連携
して生活習慣病重症化予防や在宅療養を
推進する。 A

国保年金課

【国保年金課】
広域連合との連絡調整・取りまとめ・予算関係の
庶務を行った。

【国保年金課】
広域連合との連絡調整・取りまとめ・予算
関係の庶務を行う。 A

保健計画課

【保健計画課】
１ 糖尿病のコントロール不良者の個別支援
　　通知216人、電話相談137件（延）、
　　訪問指導21件（延）
２ 腎機能不良未受診者の個別支援
　　通知10人、電話相談4件（延）
　　訪問指導2件（延）
３ 心房細動有所見者の個別支援
　　通知20人、電話相談16件（延）
　　訪問指導2件（延）
４ 多剤投与者の個別支援
　　通知414人、電話相談20件（延）、
　　訪問指導11件（延）
５ 健康状態不明者の個別支援:通知203人
　　電話相談49件（延）、訪問指導9件（延）
６ 低栄養者の個別支援:通知246人、
　　電話相談170件（延）、訪問指導45件（延）

【保健計画課】
健診後未治療者（高血圧・高血糖・腎機能低
下等）や健康状態不明者等にハイリスクア
プローチを実施する。
１ 糖尿病のコントロール不良者の個別支援
（通知・電話相談）
２ 腎機能不良未受診者の個別支援
　　（通知・電話相談、訪問指導）
３ 心房細動有所見者の個別支援（通知・電
話相談・訪問指導）
４ 多剤投与者の個別支援（通知・電話相談・
訪問指導）
５ 健康状態不明者の個別支援:通知・電話
相談・訪問指導）
６ 低栄養者の個別支援（通知・電話相談・訪
問指導）

A

高齢者福祉課

【高齢者福祉課】
・通いの場等での普及啓発：26か所281名
・各圏域での講座の開催：13回200名
・介護予防事業等への郵送による勧奨：1事業
298名
・フレイルの可能性がある方へのフォロー：64名
実施

【高齢者福祉課】
１　通いの場等での講座を実施する。
２　ＫＤＢシステムによる介護予防事業への
参加勧奨を行う。
３　高齢者への質問票の結果からフレイル
の可能性がある方のフォローを行う。

A

高齢者の
特性
を踏まえ
た

保健事業
の充実 Ⅰ-72

高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な

実施

東京都後期高齢者医療広域連合からの受託
により、保健・医療・介護等のデータから地
域の高齢者が抱える健康課題を分析・評価
するとともに、高齢者の通いの場等を活用
した健康支援（ポピュレーションアプローチ）
や後期高齢者への個別的な支援（ハイリスク
アプローチ）を実施し、フレイルを予防しま
す。



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じてい
る

その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況がA以
外の場合は理由を
ご記入ください

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合
ご記入ください

介護予防
事業の
推進

高齢者福祉課 Ⅰ-73
一般介護予防事業等
の実施

高齢者が、自主的にフレイルや要介護状態
を予防できるよう、各種教室を開催します。
また、日常生活改善、維持、向上の支援に特
化した介護保険サービスも実施します。

・一般介護予防事業(介護予防普及啓発事業)と
して全１０教室等を開催した。
実人数：617人　延べ参加人数：4,287人
・介護予防・生活支援サービス事業（通所・訪問型
サービス）
・訪問型サービスB：実人数29人　延利用人数：
333人
・通所型サービスC：実人数44人　延利用人数：
406人
・訪問型サービスC：実人数 7人　延利用人数：
32人

一般介護予防事業等における事業を実施
する。
・介護予防サポーターによる「げんき応援教
室」
・元気生き生き体操教室
・歩いてスッキリ運動教室
・すみだテイクテン教室
・高齢者身体能力測定会
・歯科医師による口腔ケア講習会
・元気もりもり教室
・声出し脳トレーニング教室
・ボディケアプログラム
・ダイナミックストレッチ
・介護予防・フレイル予防普及啓発イベント

A

高齢者の
スポーツ
推進

スポーツ振興課 Ⅰ-74
高齢者健康体操教室
の実施

高齢者のスポーツへの参加促進、健康維持・
増進、生きがいづくりの場として「高齢者健
康体操教室」を実施します。

区内２会場で開催した。
【９０人定員（４クラス）】
　４０回
【５０人定員（４クラス）】
　４０回
延べ参加人数：１５，７２９人

区内２会場で開催する。
　９０人定員（４クラス）３９回
　５０人定員（４クラス）３９回

A



すみだ健康づくり総合計画_R6年度進捗状況調査

基本目標２　包括的な親と子の健康づくりの推進

取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

健康推進課
Ⅱ-１

出産・子育て
応援事業

子育て世帯へ妊娠期から子育て期に
わたるまでの切れ目のない支援を行
うため、「ゆりかご・すみだ事業」とし
て専門職による妊婦への面接等を実
施します。支援を要する家庭について
は、支援プランを作成し、関係機関と
連携した支援を行います。

妊婦面接及び育児パッケージ配布を実施し
た。
　配布数：２，６１８組
　妊婦面接の実施：２，５９３人
　（うち、支援プラン作成件数４９７件）

妊婦面接及び育児パッケージ配布を
実施する。
　配布予定数：２，９００組

A

令和６年１１月１まで、
旧保健計画課、向島・
本所保健センターで実
施。１１月５日から健康
推進課（すみだ保健子
育て総合センターで実
施）で実施。

健康推進課 Ⅱ-２
出産準備クラ
スの実施

妊娠・出産・育児に関する知識習得や
参加者の交流を図り、地域での孤立
化を防止します。また、育児中の母親
を家庭でも支える環境を整えるため、
パパのための出産準備クラスを実施
します。

出産準備クラス：
　７１回/年 １６０８人実施
パパのための出産準備クラス：
　３０回/年　１３２７人実施

出産準備クラス：
　５７回/年
パパのための出産準備クラス：
　２４回/年

A

令和６年１０月まで、旧
向島・本所保健セン
ター両所で実施。１１月
６日から健康推進課
（すみだ保健子育て総
合センター)で実施。

健康推進課
Ⅱ-３

親子健康手帳
（母子健康手
帳）・支援冊
子等の配布

母親だけでなく父親も育児に関わる
こと、妊娠・出産・育児の知識を得るこ
とを目的として、親子健康手帳（母子
健康手帳）や支援冊子、出産までに必
要な関係書類を配布します。

親子健康手帳、母と子の保健バッグを配布し
た。
窓口申請：１９４２件
＊窓口申請には保健バッグのみの配布も含
まれる。
オンライン申請：８０５件

親子健康手帳、母と子の保健バッグを
配布する。
オンライン申請の増加を図っていく。

A

健康推進課 Ⅱ-４
妊婦健康診査
の実施

妊婦の健康の保持・増進、疾病の早期
発見のために、医療機関で妊婦健康
診査を実施します。

妊婦健康診査実施件数：３８,１１2件 妊娠期間中に、医療機関で妊婦健康
診査、妊婦超音波検査、妊婦子宮頸が
ん検診を実施する。 A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-41

妊産婦歯科健
康診査の実施

妊産婦を対象に、歯科健診を行い、む
し歯や歯周病等口腔内疾患の予防と
早期発見、適切な時期での治療を推
進し、安心な出産及び産後に備えま
す。

健診票送付数２，６６７件
受診者数　１，４２５件
受診率　５３．４％

妊婦及び産婦を対象に歯科健診を実
施する。

A

健康推進課 Ⅱ-5
不妊・不育症
への支援

不妊・不育に関する悩みを抱える方
へ、不妊・不育症の治療や知識につい
ての正確な情報の提供・普及啓発に
努めます。

個別相談に対応するとともに、ホームページ
等を活用して情報提供を行った。

個別相談に対応するとともに、ホーム
ページ等を活用して情報提供を行う。

A

健康推進課 Ⅱ-6
母性保護と家
族計画に関す
る啓発

各種事業、訪問、健診等を通して、母
体の回復や適切な避妊方法の知識を
普及し、母体の健康を守ります。また、
妊婦健康診査の結果に基づいて生活
指導を行うことで、母子保健の向上を
図ります。

母子保健事業や訪問等を通じて母性の健康
を守るための健康教育や保健指導を行った。

母子保健事業や訪問等を通じて母性
の健康を守るための健康教育や保健
指導を行う。

A

妊娠期か
らの

支援の充
実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

健康推進課 Ⅱ-7

新生児訪問指
導（こんにち
は赤ちゃん訪
問）事業

産婦及び新生児の健康の保持・増進
を図るため、すべての新生児に訪問指
導を行います。また、発育・発達・栄
養・生活環境等の育児指導を行い、育
児不安の解消や虐待の未然防止・早
期発見に努めます。

すべての新生児を対象に新生児訪問を実施
した。また、心配のある妊産婦には妊産婦訪
問を実施した。
妊産婦訪問（延べ）：２,０７５人
新生児訪問（延べ）：２,０３８人

すべての新生児を対象に新生児訪問
を実施する。
心配のある妊産婦には妊産婦訪問を
実施する。 A

健康推進課 Ⅱ-8 産後ケア事業

産後１年未満（宿泊型産後ケアにおい
ては4か月未満）の母子等を対象に
「宿泊型産後ケア」、「外来型産後ケ
ア」、「訪問型産後ケア」等を実施し、母
親の身体的回復と心理的な安定を促
進します。

・利用人数　　　　　・延べ利用実績
　宿泊型　３８５人　　宿泊型　１，３４１日
　日帰り型３０７人　　日帰り型　　３２７回
　外来型　６４９人　　外来型　　　８４２回
　訪問型　３８１人　　訪問型　　　４２６回

宿泊型、日帰り型、外来型、訪問型の
産後ケアを実施する。実施機関数を拡
充して実施する。

A

令和７年度から、宿泊
型産後ケアの利用者負
担額を１日当たり
2,500円（最大７日）
減額して実施する。

健康推進課 Ⅱ-9
育児相談・支
援

育児の不安や悩みを解消し、地域で安
心して子育てできるよう、保健師、栄
養士、歯科衛生士による子育てに関す
る相談事業を実施します。

育児相談事業を実施した。
　３０回　６７５人（延べ）

育児相談事業を実施する。

A

健康推進課 Ⅱ-10
育児学級の実
施

乳児を持つ母親を対象に、離乳食や
口腔のケア、育児についての知識の普
及を図り、育児不安の解消や母親同
士の交流・情報交換の場として育児学
級を実施します。

２か月児学級、５～６か月児学級を実施した。
２か月児学級：４８回
５～６か月児学級：３８回

２か月児学級、５～６か月児学級を実
施する。
２か月児学級：３５回
５～６か月児学級：２４回 A

子ども施設課 Ⅱ-11
保育園での乳
幼児子育て相
談の実施

子育て家庭を対象に、区立保育園で
電話や面接を通じて、育児相談を実
施します。また、施設見学を兼ねた子
育て世代の交流の場を提供します。

・２園の幼保連携型認定こども園が在宅の親
子を対象に子どもと一緒に遊びながら保護
者が安心して子育てできるように子育ての保
育情報や子育て相談を行った。
・地域の各保育園が在宅で子育てしている家
庭に保育情報や育児相談等のサポートを行っ
た。

・２園の保育園が在宅の親子を対象に
子どもと一緒に遊びながら保護者が
安心して子育てできるように子育て
相談や給食体験を行う。
・地域の各保育園が在宅で子育てして
いる家庭に保育情報の提供や育児相
談等のサポートを行う。

A

令和7年4月1日から２
園の幼保連携型認定
こども園が保育園に移

行

子育て支援総
合センター
子育て政策課

他

Ⅱ-12
地域子育て支
援拠点事業

地域の子育て家庭支援のために、子
育てひろば（両国・文花）、児童館等
で、子ども同士、親同士の交流や仲間
づくりの促進、育児講座等の啓発活
動、子育てに関する相談を行います。

子育てひろば（両国・文花）においては、開館
日にひろば職員が電話や対面で子育てに関
する相談を行ったほか、専門家による心理、
栄養、授乳・育児や歯の相談等を毎月実施し
た。子ども同士・親同士の交流も双子の会や
なかまほいくの実施により促進した。

児童館においては、子ども同士・親同士の交
流の促進、子育て相談、子育て及び子育て支
援に関する講習（1,758回）・講座等（156
回）を実施した。

子育てひろば（両国・文花）、児童館に
おいて、子ども同士・親同士の交流の
促進、子育て相談、子育て及び子育て
支援に関する講習・講座等を実施す
る。

A

新生児期
からの
育児支援
の推進

子育て相
談の場
の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

子育て支援課 Ⅱ-13

すみだいきい
き子育てガイ
ドブックの発
行

主に子育て中の保護者や出産予定の
方向けに、区の子育て支援に関する制
度や事業のほか、育児等に参考となる
情報をわかりやすく紹介した「すみだ
いきいき子育てガイドブック」を配布
します。

２０２３・２０２４年度版を配布した。
２０２５・２０２６年度版を作成した（２年に１回
改版）。

２０２５・２０２６年度版を配布する。

A

子育て支援課 Ⅱ-14

すみだ子育て
アプリの運用
→R5～
LINE「きずな
メール」の配
信

妊娠から出産、子育て期にわたるまで
の子育て世帯への切れ目のない支援
を行うため、区の子育て支援情報を効
率的に提供する「すみだ子育てアプ
リ」の運用を行います。

墨田区公式ＬＩＮＥにて「きずなメール」を配信
した。
妊娠４週０日から妊娠４１週６日：毎日
０歳１００日目まで：毎日
１０１日目～１歳未満：３日に１回程度
２歳未満まで：週１回程度
３歳未満まで：月２回程度

墨田区公式ＬＩＮＥにて「きずなメール」
を配信する。

A

G列取組・内容で「すみ
だ子育てアプリ」の運
用と記載があるが、
R5年度7月から墨田
区公式LINEからのき
ずなメール配信に変更

地域保健担当 Ⅱ-15
乳幼児健康診
査の実施

各種健康診査を実施し、乳幼児の成
長発達の支援や疾病等の早期発見・
早期治療を行います。また、保護者や
乳幼児に適切な支援を行うとともに、
発達段階の情報が将来の支援に生き
るよう、関係機関との連携の仕組みづ
くりを行います。

・３～４か月児健康診査、１歳６か月児健康診
査、３歳児健康診査を実施し、成長発達を支
援した。
・母子保健情報の電子化等について検討を
行った。
・乳児健診：１，９８９人
・１歳６か月児健診：１７８９人
・３歳児健診：１６７１人

・３～４か月児健康診査、１歳６か月児
健康診査、３歳児健康診査を実施し、
成長発達を支援する。
・５歳児健康相談事業を実施する。
・３・４か月児健康診査：３６回
・１歳６か月児健康診査：３６回
・３歳児健康診査：４０回

A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-42

乳幼児歯科健
康診査の実施

１歳６か月児歯科健診、3歳児歯科健
診を通じ、むし歯の予防及び早期発見
を推進し、乳幼児の口腔の健康の保
持増進を図ります。

・１歳６か月児健診
　向島：１４回　４５９人
　本所：１７回　５６３人
　すみだ保健子育て総合センター
　１５回　７６７人
・３歳児健診
　向島：１４回　４９３人
　本所：１６回　５０５人
　すみだ保健子育て総合センター
　１８回　６７３人

・１歳６か月児健診：３６回
・３歳児健診：４０回

A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-43

歯科衛生相談
等の実施

3歳未満の乳幼児を対象に、歯科健診
や相談、歯科予防処置（歯みがき指導
等）を実施し、むし歯予防についての
知識の習得と乳幼児の口腔の健康づ
くりを支援します。

・歯科健診・相談
　向島：７回　３０人　本所：７回　５０人
　すみだ保健子育て総合センター：５回　５１人
・歯みがき教室
　向島：４９回　１８３人
　本所：５４回　２２９人
　すみだ保健子育て総合センター
　４８回　１８３人

・歯科健診・相談：１２回
・歯みがき教室：１１２回

A

妊娠・出
産・育児を
支援する
情報提供
の促進

子どもの
健康づくり
支援
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

健康推進課
保健計画課

Ⅱ-16
乳幼児期から
のデータヘル
スの推進

各種健診等の結果をデータベース化
し、マイナポータル※の活用に対応す
るとともに、蓄積したデータを個別又
は地域全体の母子の健康課題解決に
役立てていきます。

・国の健康管理システム標準化を踏まえ、具体
的なシステム移行に向けての検討会議を行っ
た。
・区ホームページと、健診時に配布する案内
に、マイナポータルでの健診情報確認につい
ての案内文を追加した。

引き続き国の健康管理システム標準
化の動きを踏まえ、母子保健情報の
データ化と活用について検討を進め
る。
母子保健情報を分析して健康課題等
を明らかにする。

A



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

子育て支援総
合センター

Ⅱ-17
両国・文花子
育てひろばの
運営

在宅子育て支援の中核となる両国・文
花子育てひろばにおいて、妊娠期、子
育て中の親子同士の交流の場を提供
するほか、子育てに関する講座及び育
児に関する相談を行います。

地域の子育て支援拠点として子ども同士・親
同士の交流を促進するため、感染症対策に留
意しつつ、ベビーマッサージやリトミック、な
かまほいく等といった各種イベントや講座、相
談事業を毎月実施した。

地域の子育て支援拠点として子ども
同士・親同士の交流を促進するため、
感染症対策に留意しつつ、引き続き各
種イベントや講座、相談事業を実施す
る。

A

子育て支援総
合センター
子育て政策課

他

Ⅱ-18
地域子育て支
援拠点事業

地域の子育て家庭支援のために、児
童館等で、子ども同士、親同士の交流
や仲間づくりの促進、育児講座等の啓
発活動、子育てに関する相談を行いま
す。

【子育て支援総合センター】
地域の子育て支援拠点として子ども同士・親
同士の交流を促進するため、感染症対策に留
意しつつ、ベビーマッサージやリトミック、な
かまほいく等といった各種イベントや講座、相
談事業を毎月実施した。
【子育て政策課】
児童館において、ふれあいあそび、手作りお
もちゃ作り、ベビーリトミック、乳幼児救急救
命講座（1,914回）などを実施した。

子育てひろば（両国・文花）、児童館に
おいて、子ども同士・親同士の交流の
促進、子育て相談、子育て及び子育て
支援に関する講習・講座等を実施す
る。

A

地域教育支援
課

Ⅱ-19
家庭と地域の
教育力の充実

子育てに関する意識の向上を図り心
身ともに健康な子どもの育成を促す
ため、親等自身が学習する機会を設
け、家庭教育の振興を図ります。

■家庭教育学級補助金交付
　交付団体11団体　参加者数700人
■家庭教育支援講座
　実施回数2回　参加者数100人
■子育て通信の発行
　区立幼稚園・小学校１～３年生保護者対象に
配布（季刊発行）

家庭教育学級補助金交付、家庭教育
支援講座の実施、子育て通信（季刊）
の発行を実施する。

A

障害者福祉課 Ⅱ-20
療育事業・療
育相談の実施

心身に障害や発達の遅れ、又はその
心配がある児童に対して適切な療育
を行うことで、障害の治癒又は軽減を
図ります。

すみだ福祉保健センターみつばち園及びすみ
だステップハウスおおぞらにじの子におい
て、集団・個別療育、保育園・幼稚園との連
携、療育相談を実施した。

すみだ福祉保健センターみつばち園
及びすみだステップハウスおおぞらに
じの子において、集団・個別療育、保
育園・幼稚園との連携、療育相談を実
施する。

A

健康推進課 Ⅱ-21

経過観察健
診・経過観察
心理相談の実
施

乳幼児健診において発育・発達チェッ
クを行い、経過観察を必要とする乳幼
児に対して健康診査や相談を実施し
ます。

経過観察健診
　２３回　延べ１８９人
経過観察心理相談
　１３２回　延べ２３４人

経過観察健診及び経過観察心理相談
を実施する。

A

障害者福祉課
保健予防課
健康推進課

他

【再掲】
Ⅲ-29

発達障害に関
する相談支援
機能の強化

乳幼児期から必要な支援が受けられ
るよう、児童発達支援センターの運営
の充実を図ります。また、発達障害の
ある人やその家族の相談支援を行う
とともに、相談支援体制の充実を図り
ます。

庁内関係課、関係機関との連携を進めるとと
もに、区民への普及啓発に努めた(児発セン
ターにて利用者に案内）。

庁内関係課、関係機関との連携を進
めるとともに、区民への普及啓発に努
める。

A

子どもの
発達を
支援する
体制の構
築

親子の集
いの場
の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

子育て支援総
合センター

Ⅱ-22
児童虐待防止
に向けた啓発
活動の実施

地域で虐待を防止するための区民向
け啓発パンフレット及び保育園、幼稚
園、学校、児童館、医療機関、薬局等
関係機関向けの虐待防止マニュアル
を作成・配布します。

地域で虐待を防止するための区民向け啓発
パンフレット及び保育園、幼稚園、学校、児童
館、医療機関、薬局等関係機関向けの虐待防
止マニュアルを作成・配布した。

地域で虐待を防止するための区民向
け啓発パンフレット及び保育園、幼稚
園、学校、児童館、医療機関、薬局等関
係機関向けの虐待防止マニュアルを
作成・配布する。

A

子育て支援総
合センター

Ⅱ-23
家庭養護推進
のための普及
啓発

児童相談所と協働して、養育家庭の増
加を目指す取組を行います。

江東児童相談所と協働で養育家庭（里親）パ
ネル展と養育家庭（里親）体験発表会を開催
し、養育家庭（里親）の普及啓発を行った。

児童相談所と協働して、養育家庭の増
加を目指す取組を行う。

A

虐待防止
のための
啓発活動
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

子育て支援総
合センター

Ⅱ-24

要保護児童対
策地域協議会
を中心とした
連携・支援の
実施

各関係機関等が連携を取り合い、情
報の共有化を図ることで、要保護児童
等の早期発見及び迅速な支援を行い
ます。

関係機関との連携のもと、虐待防止、再発防
止を図った。
　代表者会議：２回
　実務者会議：４回
　個別ケース検討会議：９８件

関係機関との連携のもと、虐待防止、
再発防止を図る。
　代表者会議：２回
　実務者会議：４回
　個別ケース検討会議：９８件

A

子育て支援総
合センター
健康推進課

Ⅱ-25
アーリーケア
の推進

児童虐待の未然防止を徹底するた
め、子育て家庭を取りまく関係機関と
の連携等を通じて、「支援が必要な家
庭」を早期に把握し、支援のコーディ
ネートを行い、子育てしやすい環境整
備を行います。

人材育成やチーム作りを目的とした研修への
参加や、虐待通告のあった事例について支援
内容の振返り、25歳以下の初産妊婦に対し
てのニーズ調査、モデル事例に対し支援を
行った。
　モデルケース37件
　支援会議数　12回　検討ケース　22件
　研修受講者　5名

東京都のモデル事業の終了に伴い、
令和7年度からは墨田区独自のマニュ
アルを作成し、人材育成やチーム作り
を目的とした研修への参加や、虐待通
告のあった事例について支援内容の
振返り、主に初産妊婦に対してのニー
ズ把握及び支援を行う。

A

子育て支援総
合センター

Ⅱ-26
養育支援訪問
事業の充実

特に養育支援が必要な家庭や、様々
な原因で子どもの養育が困難になっ
ている家庭を訪問し、抱えている問題
の解決、軽減を図ります。

要支援家庭及び要保護家庭を訪問し、個別設
定した目標に基づき、適切な養育支援を行う
ことにより、保護者が安心して子どもを養育
することができる要支援を図った。
　育児支援：８件、計１１３時間

要支援家庭及び要保護家庭を訪問し、
個別設定した目標に基づき、適切な養
育支援を行うことにより、保護者が安
心して子どもを養育することができる
要支援を図る。

A

虐待防止
のための
支援及び
連携体制
の強化



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

学務課 Ⅱ-27
学童期からの
生活習慣病予
防の普及啓発

学童期からの生活習慣病予防が必要
であることを、学校保健会・学校保健
委員会等を通じて普及啓発します。

学童期からの生活習慣病予防が必要である
ことを、学校保健会・学校保健委員会等を通
じ、普及啓発を行った。

学童期からの生活習慣病予防が必要
であることを、学校保健会・学校保健
委員会等を通じて、普及啓発をする。 A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-47

学校歯科保健
との連携推進

むし歯等を予防し、口腔の健康を保
持・増進するために、学校歯科保健と
の連携を図ります。

・学校巡回指導を実施した。（２回）
・「歯・口の健康に関する図画・ポスターコン
クール」を実施した。

・区内小・中学校を対象に、「歯・口の
健康に関する図画・ポスターコンクー
ル」を実施する。
・学校巡回指導等の歯科保健指導や、
普及啓発を行う。

A

健康推進課
指導室

【再掲】
Ⅰ-19

がん教育の実
施

いのちと健康の大切さについて学び、
がんに対する正しい知識とがん患者
への正しい理解を身に付けることな
どを目的に、児童・生徒に対して、教
育委員会と連携したがん教育を実施
します。

全区立小・中学校(小学校２５校、中学校１０
校）において小学校６学年、中学校２学年対象
にがん教育の授業を実施した。

全区立小・中学校において小学校６学
年、中学校３学年対象にがん教育の授
業を実施する。

A

指導室 Ⅱ-28 性教育の実施

小学校・中学校において、児童・生徒
の人格形成をめざす「人間教育」の一
環として、「生命の尊重」、「人格の尊
重」、「人権の尊重」など人間尊重の精
神に基づき性教育の指導を行いま
す。

小学校では保健「思春期の体の変化」で、中学
校では保健体育「心身の発達と心の成長」で
年間計画に位置付けて実施した。東京都教育
委員会の「性教育の手引き」を各学校が活用
し、発達の段階を捉えた性教育を実施した。

小学校では保健「思春期の体の変化」
で、中学校では保健体育「心身の発達
と心の成長」で年間計画に位置付けて
実施する。東京都教育委員会の「性教
育の手引き」を各学校が活用し、発達
の段階を捉えた性教育を実施する。

A

保健予防課 Ⅱ-29
エイズ・性感
染症予防に関
する普及啓発

エイズ・性感染症の正しい知識の普及
啓発を図るため、地域でのＰＲ活動や
冊子の配布等を行います。

「成人を祝うつどい」や、希望する学校等に冊
子を配布、講演会の開催等、エイズ・性感染症
の正しい知識の普及啓発を行った。
講演会実績
・区立中学校　１校
・都立高校　　１校

「成人を祝うつどい」や、希望する学校
等に冊子を配布、講演会の開催等、エ
イズ・性感染症の正しい知識の普及啓
発を行う。

A

健康推進課
すみだ人権同

和・
男女共同参画
事務所

【再掲】
Ⅰ-65

リプロダク
ティブ・ヘル
ス／ライツに
関する普及啓
発

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性
と生殖に関する健康と権利）につい
て、学校や助産師養成所、関係者と連
携して、普及啓発を行います。

区のホームページに掲載するとともに、共生
社会推進センターでのパネル展示により、啓
発を図った。
医療関係者、助産師養成所、関係各課と連携
して普及啓発に努めた。

医療関係者、助産師養成所、関係各課
と連携して普及啓発に努める。

A

指導室 Ⅱ-30

「すみだ子ど
もの体力向上
プラン」の推
進

すべての区立幼稚園、小・中学校にお
いて、特色ある体力向上の取組『一校
（園）一取組』運動を実施し、児童・生
徒の体力向上を推進します。

各園・学校が実態に合わせた体力向上プラン
を作成し、それに基づいた取組を実施した。
小学校においては「一学級一取組」で学級ご
とに体力向上プランを作成し、体力向上を推
進した。

各園・学校が実態に合わせた体力向上
プランを作成し、それに基づいた取組
を実施する。
小学校においては「一学級一取組」で
学級ごとに体力向上プランを作成し、
体力向上を推進する。

A

健康的な
生活習慣
の獲得の
推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

保健予防課
指導室

【再掲】
Ⅲ-40

SOSの出し
方に関する教
育の実施

区内小・中学校で授業を行い、児童・
生徒が様々な困難・ストレスへの対処
方法を身に付け、援助希求行動をと
れるようにすることで、自殺を未然に
防止します。

【保健予防課】・ＳＯＳの出し方に関する教育へ
の実施支援をした。
区立中学校　9校　1,185人

【保健予防課】・指導室と連携方法を調
整の上、ＳＯＳの出し方に関する教育
への実施支援をする。 A

指導室 Ⅱ-31

SNS相談窓
口「STOP
it」の設置
→R5～
「STAND
BY]

児童・生徒及び保護者を対象として、
悩みや相談を匿名のチャット形式で報
告できるアプリ「STOP it」を導入し、
思春期の児童・生徒が抱える悩みに速
やかな対応を図ります。

児童・生徒及び保護者を対象として、悩みや
相談を匿名のチャット形式で報告できるアプ
リ「STAND BY」の周知徹底を図った。
ＷＥＢ健康観察アプリの活用により、児童・生
徒の小さな変化を捉え、いじめや不登校の早
期発見、早期対応に努めた。

児童・生徒及び保護者を対象として、
悩みや相談を匿名のチャット形式で報
告できるアプリ「STAND BY」の周知
徹底を図る。また、ＷＥＢ健康観察アプ
リの活用により、児童・生徒の小さな
変化を捉え、いじめや不登校の早期発
見、早期対応に努める。

A

地域保健担当 Ⅱ-32
思春期相談の
実施

保健センターや学校、関係機関が連携
し、不登校、ひきこもり等の思春期特
有の相談の充実を図ります。

【健康推進課】
・思春期相談（専門医相談）11回
　相談件数：延16件
※12回開催予定であったが講師都合により
1回中止
・思春期相談（臨床心理士相談）12回延13件

【令和7年度計画】
思春期相談（専門医相談）12回
思春期相談（臨床心理士相談）12回
専門相談とは別に保健師による相談・
訪問指導は地域保健活動として随時
実施する。

A

包括的な
母子

保健・子育
て

支援体制
の充実

保健衛生担当
各課

子育て支援総
合センター
すみだ教育研
究所
　
他

【再掲】
Ⅳ-58

新保健施設等
複合施設の整
備

区民の健康づくりや母子保健、災害医
療体制の拠点として、区民が利用しや
すい総合的な保健施設等複合施設を
整備します。

・建築工事完了（令和６年６月２８日）
・付帯設備等の検討、工事進捗管理を行った。
・新しい働き方の検討（継続）を行った。
・文書削減（継続）を行った。
・移転準備及び移転作業を完了した。
・施設運用、施設管理の検討を行った。
・すみだ保健子育て総合センター開設（令和６
年１１月５日）

当該事業終了のため、計画なし。 A

悩みやスト
レスの
相談の場
の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

地域保健担当 Ⅱ-33
新生児聴覚検
査の実施

新生児に聴覚検査を実施し、先天性の
聴覚障害を早期に発見し、早期療育や
支援につなげます。

・新生児聴覚検査費用助成を実施した。聴覚
検査実施数　2,045件

・新生児聴覚検査費用助成を実施す
る。

A

保健予防課 Ⅱ-34
小児予防接種
の実施

定期予防接種の個別勧奨と公費負担
を行うことで、予防接種率を上げ、感
染症の予防を図ります。
予防接種のスケジュールを管理する
サービス「予防接種ナビ」の利用を促
進します。

・定期予防接種の個別勧奨を実施した。
・予防接種ナビについて、区ホームページの掲
載や出産準備クラスでのチラシによる周知を
行い、利用推進を図った。
・麻しん・風しん未接種者への接種勧奨、区立
小学校の入学説明会での情報提供等を行っ
た。

・定期予防接種の個別勧奨を実施す
る。
・予防接種ナビについて、区ホーム
ページの掲載や出産準備クラスでの
チラシによる周知を行い、利用推進を
図る。
・麻しん・風しん未接種者への接種勧
奨、保育園長会での情報提供等を行
う。

A

健康推進課 Ⅱ-35
事故防止に関
する普及啓発

子どもの事故防止対策の推進のた
め、相談体制を整備します。また、健
康診査やパンフレット等の配布、講演
会等を通じてＳＩＤＳ（乳幼児突然死症
候群）をはじめとした事故に関する知
識の普及啓発活動を推進します。

新生児訪問や乳幼児健診等の機会を通じて
個別相談等を実施するとともに、出産準備ク
ラス、育児学級等において、事故に関する知
識の普及啓発活動を実施した。

新生児訪問や乳幼児健診等の機会を
通じて個別相談等を実施するととも
に、出産準備クラス、育児学級等にお
いて、事故に関する知識の普及啓発
活動を実施する。

A

健康推進課 Ⅱ-36
周産期ネット
ワークの運営

周産期医療機関と区が連携し、育児支
援や虐待の発生予防等を効果的に推
進します。

・周産期ネットワーク会議を1回開催、情報交
換等を行った。

・周産期ネットワーク会議を開催し、情
報交換と連携推進を図る。

A

保健計画課 Ⅱ-37

すみだ平日夜
間救急こども
クリニックの
運営

「すみだ平日夜間救急こどもクリニッ
ク」を開設し、平日夜間における小児
の初期救急医療体制を確保します。

地域における小児初期救急医療体制の充実
を図り、小児の健やかな成長の支援を行っ
た。
【すみだ平日夜間救急クリニック　稼働日数：
243日　受診者数：319人】

地域における小児初期救急医療体制
の充実を図り、小児の健やかな成長を
支援していく。

A

健康推進課 Ⅱ-38
母子医療給付
の実施

妊娠高血圧症候群、未熟児養育医療、
自立支援医療（育成医療）、療育給付、
小児慢性疾患、小児精神障害等、各種
医療給付の申請の窓口となり、対象者
を把握するとともに、医療給付等の支
援を行います。

申請の窓口となり、対象者を把握し母子医療
の給付を実施した。
・妊娠高血圧症候群　　　　　　３件
・未熟児養育医療　　　　　１４１件
・自立支援医療（育成医療）　　６件
・療育給付、小児慢性疾患、小児精神障害等、
各種医療給付など。

妊娠高血圧症候群、未熟児養育医療、
自立支援医療（育成医療）、療育給付、
小児慢性疾患、小児精神障害等、各種
医療給付の申請の窓口となり、対象者
を把握するとともに、医療給付等の支
援を行う

A

保健予防課 Ⅱ-39

小児慢性疾患
児日常生活用
具給付事業の
充実

慢性疾患にかかっている児童に対し
て、日常生活用具を給付することによ
り日常生活の便宜性を図ります。

小児慢性疾患にかかっている児童に対して、
日常生活用具を給付した。（１件）

小児慢性疾患にかかっている児童に
対して、日常生活用具を給付する。

A

子育て支援課 Ⅱ-40
病児・病後児
保育事業

病児又は病後児で、集団保育が困難
であり、かつ保護者の仕事等の事情に
より家庭で保育を行うことが困難な
児童の保育を実施します。

病児・病後児保育事業を継続して実施した。 病児・病後児保育事業を継続して実施する。

A

子どもの
病気や
事故予防
の推進

医療や福
祉を
安心して
受けられ
る環境の
整備



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状
況がA以
外の場合
は理由を
ご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆す
べきことがある場合ご
記入ください

障害者福祉課
【再掲】
Ⅲ-30

医療的ケア児
に関する庁内
連携会議及び
協議会の運営

区の関係部署による庁内連携会議を
開催し、医療的ケア児が必要な支援を
円滑に受けることができるよう、保
健、医療、障害福祉、保育、教育等の
関係機関の連携を推進します。
庁内連携部署と外部委員からなる協
議会を開催し、医療的ケア児に対する
共通の理解に基づく支援の充実に努
めます。

医療的ケア児に関する以下の会議を実施した
・協議会　　　 1回開催
・庁内連携会議 1回開催

医療的ケア児に関する以下の会議を
実施する
・協議会　　　 2回開催
・庁内連携会議 2回開催

A

子育て政策課
子ども施設課

【子育て政策課】
公立学童クラブにおいて医療的ケア児の受入
体制を維持した。
【子ども施設課】
・居宅訪問型保育事業の安定的に継続した。
（保育園）医療的ケア児の受入体制を整備し、
拡充を図った。

【子育て政策課】
公立学童クラブにおける受入体制を
維持する。

A

学務課
保健計画課

【学務課】
（小・中学校）必要に応じて、対象児在籍区立
学校に、看護師を配置した。

【学務課】
（小・中学校）必要に応じて、対象児在
籍区立学校に、看護師を配置する。 A

保健計画課
健康推進課

防災課 他

【再掲】
Ⅲ-24

災害時個別支
援計画の作成

人工呼吸器使用者をはじめ、災害時
に特に支援が必要な方について個別
支援計画を作成し、関係機関と連携し
た災害時支援を進めます。

・在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画
の作成14件
・実務者研修会の開催（関係機関と連携）

・在宅人工呼吸器使用者災害時個別
支援計画の作成
・実務者研修会の開催

A

学務課

【学務課】
アレルギーを持つ子どもに対して、除去食を
基本とした給食を提供した。

・関係機関支援者会議の開催

A

子ども施設課

 アレルギー対応マニュアルに沿って、各園で
保護者と面談を行い、除去食を基本とする給
食の提供を行った。

・実務者研修会の開催

A

健康推進課 Ⅱ-42
アレルギー健
診の実施

乳幼児健診においてスクリーニング
（選別）を行い、アレルギー疾患に関す
る知識や予防法を指導することによ
り、その発症予防や、症状悪化防止に
つなげます。

アレルギー健診を実施した。
　１７回　延３３人

乳幼児健診でのアレルギースクリーニ
ング及びアレルギー健診を実施する。

A

保健予防課 Ⅱ-43
アレルギーに
関する普及啓
発

アレルギーの予防や対策に関する講
演会や普及啓発を行います。

ぜん息等のアレルギー疾患の予防の一環とし
て、掲示やパンフ配布等知識の普及を行うと
ともに健診等で相談・指導を行うことにより
不安軽減・症状悪化の防止を図った。

ぜん息等のアレルギー疾患の予防の
一環として、掲示やパンフ配布等知識
の普及を行うとともに健診等で相談・
指導を行うことにより不安軽減・症状
悪化の防止を図る。

A

Ⅱ-41
アレルギーに
配慮した給食
の提供

アレルギーを持つ子どもに対して、除
去食を基本とした給食を提供します。

【再掲】
Ⅲ-31

医療的ケア児
の受入体制の
整備

医療的ケア児を教育・保育施設等で安
全に受け入れるため、必要な人員体
制や施設環境等について調査・検討を
行います。
身近な医療機関で一時入院等ができ
るよう体制の整備を進めます。

子どもの
アレルギー
対策の
推進

医療的ケ
ア児と
家族への
支援体制
の構築
【再掲：Ⅲ-
❸】



すみだ健康づくり総合計画_R6年度進捗状況調査

基本目標３　支えあい、自分らしく生きることができる地域づくり

取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

保健計画課
高齢者福祉課
介護保険課

Ⅲ-1

各種協議会（在宅医
療・介護連携推進協
議会、医療連携推進
協議会）の開催

医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・
医療ソーシャルワーカー・ケアマネ
ジャー・高齢者支援総合センター職員
等で構成する会議体を設置し、医療と
介護の連携を進めます。

・在宅医療・介護連携推進協議会：２回
・認知症部会：２回
・医療連携推進協議会：２回
・部会：１回

・在宅医療・介護連携推進協議会：２回
・認知症部会：２回
・医療連携推進協議会：２回
・部会：１回

A

高齢者福祉課
介護保険課
保健計画課

Ⅲ-2
医療・介護関係者連
携推進事業

区民が住み慣れた地域で安心して住
み続けられるよう医療と介護の関係
者の連携を強化するため、在宅医療・
介護関係者の研修、在宅医療体制の
構築、ホームページや紙媒体を活用し
た情報提供等を進めます。

・多職種連携研修：１回実施
・介護支援専門員向け研修の実施
・在宅療養ホームページの更新
・在宅療養ハンドブックの印刷、配布

・多職種連携研修の実施
・介護支援専門員向け研修の実施
・在宅療養ホームページの更新
・在宅療養ハンドブックの印刷、配布 A

保健計画課
【再掲】
Ⅳ-52

医療連携推進事業
の実施

東京都保健医療計画に基づき、政策
的に重要な５疾病や政策的に推進す
べき５事業、在宅医療等の医療連携体
制を構築し、地域で安心して医療や福
祉が受けられる体制を整備します。

・救急医療情報キットの配布
・墨田区民医療フォーラムの開催1回
76人参加
・医療連携推進協議会の開催２回
・在宅療養支援病床確保事業の実施２
病院各１床（202日、稼働率50.5％）
・在宅療養患者搬送支援事業への支
援49件
・区民の服薬支援等推進事業への支
援

・救急医療情報キットの作成 2000個
・救急医療情報キット配布
・墨田区民医療フォーラムの開催：１回
・医療連携推進協議会の開催：２回
・在宅療養支援病床確保事業の実施：
２病院各１床
・在宅療養患者搬送支援事業への支
援
・区民の服薬支援等推進事業への支
援

A

高齢者福祉課
保健計画課

Ⅲ-3
在宅療養に関する
普及啓発

区民が在宅療養への理解を深め、自
らが望む医療や介護について、日ごろ
からイメージし、話し合うことができ、
必要になった際には自ら又は家族等
が選択できるよう、普及啓発を行いま
す。

・墨田区民医療フォーラムの開催
 １回76人
・庁舎、高齢者支援総合センター及び
医療機関等で在宅療養ハンドブックを
改訂・10,000部増刷・配布

・庁舎、高齢者支援総合センター及び
医療機関等で在宅療養ハンドブックを
配布する。

A

高齢者福祉課 Ⅲ-4
在宅療養に関する
相談支援

区民が安心して在宅療養を選択でき
るよう、相談支援を行うとともに、必
要な医療や福祉サービスとつなげて
いきます。

在宅療養支援窓口における相談の受
付：１４件

在宅療養支援窓口を実施する。

A

健康推進課 Ⅲ-5
在宅高齢者訪問歯
科診療の充実

通院が困難な高齢者の歯科受診の機
会を確保し、口腔と全身の健康を維持
するために、訪問歯科診療を実施しま
す。

訪問調査件数　５４件 在宅高齢者訪問歯科診療を実施す
る。

A

在宅療養等
の

普及啓発・
相談支援の
推進

医療・介護
関係者連携
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

高齢者福祉課 Ⅲ-6
認知症についての
普及啓発と理解の
促進

地域のなかで、認知症の有無に関わら
ず、一人ひとりが同じ社会の一員とし
て地域をともにつくっていく意識が共
有されるよう、認知症に関する正しい
知識の普及啓発や理解の促進を図り
ます。

認知症ケアパスを改訂・配布した。
14,000部
すみだオレンジかるたを有料頒布し
た。

・認知症ケアパスを改訂・配布しする。
・すみだオレンジかるたを有料頒布す
る。

A

高齢者福祉課 Ⅲ-7
認知症についての
医療・介護の連携推
進と介護者支援

認知症の人やその家族を支えるため
に、早期発見・早期対応が行える仕組
みや家族介護者の負担軽減と孤立防
止に関する取組を充実させます。

認知症初期集中支援チーム員会議を
開催：１２回
認知症家族介護者教室を開催：67回

・認知症初期集中支援チーム員会議を
開催する。
・認知症家族介護者教室を開催する。

A

高齢者福祉課 Ⅲ-8

認知症になっても
生活しやすい環境
づくりと社会参加支
援

認知症の人が、外出や交流の機会を
減らすことなく、これまでに築いた地
域との関係を保ち、住み慣れた地域で
生きがいを持って暮らし続けられるよ
う各種の取組を進めます。

認知症カフェの開催：24回
認知症カフェ認定事業の実施：2か所
認知症地域支援推進員会議の開催：
12回
認知症サポーター養成講座の実施（学
校・地域・企業等）：106回
認知症サポーターステップアップ教室
(全4回コース）を開催。

認知症カフェを開催する。
認知症カフェ認定事業を実施する。
認知症地域支援推進員会議を開催す
る。
認知症サポーター養成講座を実施（学
校・地域・企業等）する。
認知症サポーターステップアップ教室
を開催する。

A

地域福祉課

【すみだ福祉保健センター】
・一人ひとりの能力に応じた指導計画
を作成し、個別的および集団的な指導
を実施した。利用者延べ人数7,173
人
 ・福祉用具・住宅改修・屋外歩行・自宅
で行う活動について、訪問による助言
指導も必要に応じて行った。201件

・一人ひとりの能力に応じた指導計画
を作成し、個別的および集団的な指導
を実施する。
 ・福祉用具・住宅改修・屋外歩行・自宅
で行う活動について、訪問による助言
指導も必要に応じて行う。 A

保健計画課

【保健計画課】
在宅リハビリテーション支援事業を実
施した。
・区民公開講座 2回
・臨時相談会 2回
・新規利用者 14人

・在宅リハビリテーション支援事業を
実施する。
・予定新規利用者数20人
・区民公開講座
・臨時相談会 A

精神障害者
地域生活支
援

ネットワー
ク

の強化

保健予防課 Ⅲ-10
墨田区地域自立支
援協議会精神部会
の開催

保健、医療及び福祉関係者による協
議の場として墨田区地域自立支援協
議会精神部会を開催します。

墨田区地域自立支援協議会精神部
会：２回
墨田区精神障害者にも対応した地域
包括ケアシステム構築に向けて会議を
開催した。

墨田区地域自立支援協議会精神部
会：３回
墨田区精神障害者にも対応した地域
包括ケアシステム構築に向けて会議を
開催する。

A

Ⅲ-9
在宅リハビリテー
ション支援事業の実

施

在宅でのリハビリテーションを必要と
する人及びその家族が住み慣れた地
域で安心していきいきとした生活が
できるよう支援します。また、地域リハ
ビリテーション連携を推進します。

認知症ケア
の推進

地域リハビ
リテーショ
ン支援の充
実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

健康推進課 Ⅲ-11
精神障害者・家族へ
の支援の実施

回復途上にある精神障害者に対して、
日常生活の支援や社会適応の促進を
行い、区民の精神的健康の向上を図
ります。
また、精神障害者を抱える家族が、正
しく病気を理解し、交流することで、
適切に本人と関わることができ、本人
及びその家族が地域で安定して生活
できるよう、家族会の支援等を行いま
す。

精神家族会(健康推進課地域保健担
当)：12回数延89人

こころの病がある方の家族の会12回
家族の会とは別に保健師による相談・
訪問指導は地域保健活動として随時
実施する。

A

健康推進課
保健予防課

Ⅲ-12

自立支援医療制度
（精神通院）・精神障
害者手帳・移動支援
事業

精神障害者の通院治療に必要な費用
の一部公費負担及び福祉手帳を交付
することで、精神障害者の適正な医療
の普及及び社会復帰を促進します。
精神障害者が単独で外出が困難な場
合に、障害者等の移動を支援する者を
付き添いとして派遣し、関係者ととも
に、自立と社会参加を支援します。

移動支援利用者数６５人
自立支援申請件数：５，６０３件
精神障害者手帳申請件数：１，９１６件

移動支援利用者数（見込み）６８人

自立支援・精神障害者手帳の申請受
付を実施する。

A

保健予防課 Ⅲ-13
精神障害者地域支
援拠点の整備（面的
整備）

精神障害者の地域支援を行う面的な
体制整備（相談、緊急時の受け入れ、
体験の場、専門的人材の確保等）につ
いて、地域の実情に応じて、段階的に
推進していきます。

体験の場として、「精神障害者自立生
活体験事業」を実施した。

体験の場として、「精神障害者自立生
活体験事業」を実施する。

A

保健予防課
  保健センター

Ⅲ-14
精神障害者地域移
行支援・地域定着支
援事業

退院可能な長期入院中の精神障害者
が区内にある社会資源を活用するこ
とで、自立し安定した地域生活を送る
ことができるよう支援します。

・長期入院者のいる病院にヒアリング
を行った。18件
・地域移行促進事業で入院者の滞在す
る医療機関に訪問・面談を行い区内事
業所につなげることで支援を行った。
11件

・長期入院者のいる病院にヒアリング
を行う。
・地域移行促進事業で入院者の滞在す
る医療機関に訪問・面談を行い区内事
業所につなげる支援を行う。 A

保健予防課 Ⅲ-15
措置入院者の退院
後の医療等の継続
支援

措置入院や医療保護入院になった方
について、病院の医療相談員や家族と
の連携により本人にアプローチし、退
院後の安定した療養生活を支援しま
す。

措置入院になった方について、退院後
支援計画をたて、地域の関係者につな
ぎ、退院後の安定した療養生活が送れ
るよう支援した。38件

措置入院になった方について、退院後
支援計画をたて、地域の関係者につな
ぎ、退院後の安定した療養生活が送れ
るよう支援を行う。 A

精神障害
者・家族
への支援の
充実

地域生活へ
の

移行に向け
た

支援の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

健康推進課 Ⅲ-16
精神保健講演会の
実施

精神保健に関する正しい知識の普及
と精神障害者に対する理解を深める
ため、講演会を開催します。

精神保健をテーマに講演会を開催し
た。
・連続講座全2回（テーマ：こころの病
気と治療、社会資源と制度の活用）
　参加者数37人
・うつ予防講演会２回開催
　参加者：延138名
・依存症講演会１回開催
　参加者数18人
・思春期講演会１回開催
　参加者数100人

精神保健に関する正しい知識の普及
と精神障害者に対する理解を深める
ため、講演会を開催する。

A

広報広聴担当
他

[広報広聴担当]
・区のお知らせ「すみだ」の紙面や行政
情報番組
「ウィークリーすみだ」の映像などを通
じて障害者施策等を紹介した。

[広報広聴担当]
・区のお知らせ「すみだ」の紙面や行政
情報番組
「ウィークリーすみだ」の映像などを通
じて障害者施策等を紹介する。

A

障害者福祉課

[障害者福祉課]
・「すみだまつり・こどもまつり」におい
て、「障害者団体・ふれあいバザー」を
実施し、障害者団体の活動について広
く区民に周知を図った。
・障害者週間（１２／３～９）記念行事
「すみだスマイル・フェスティバル」を実
施した。
・心のバリアフリー啓発冊子の作成、
配布を行った。

[障害者福祉課]
・「すみだまつり・こどもまつり」におい
て、「障害者団体・ふれあいバザー」を
実施し、障害者団体の活動について広
く区民に周知を図る。
・障害者週間（１２／３～９）記念行事
「すみだスマイル・フェスティバル」を実
施する。
・心のバリアフリー啓発冊子の配布を
行う。

A

Ⅲ-17
障害者問題に関す
る普及啓発

区や作業所等が実施するイベントの機
会を通じて障害者への理解等に関す
る普及啓発を行うとともに、区の広報
媒体を活用し、正しい知識の普及と区
民の理解促進を図ります。

障害の理解
の促進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

健康推進課 Ⅲ-18
ひきこもりサポート
ネット訪問相談事業

電話、家庭への訪問、来所相談によ
り、ひきこもりで悩んでいる方やその
家族からの相談を受け、必要な支援内
容を検討し、関係機関へつなぎます。

電話、家庭への訪問、来所相談によ
り、こころやからだの不調によるひき
こもりで悩んでいる方や家族からの相
談を受け必要な支援内容を検討し関
係機関と連携した。
・心の健康相談　27回　相談件数42
件（延数）
・思春期相談（専門医相談）11回　相談
件数16件（延べ数）
※12回開催予定であったが講師都合
により1回中止
・思春期相談（臨床心理士相談）12回
13件（延べ数）

【令和7年度計画】
心の健康相談24回
・思春期相談（専門医相談）12回
・思春期相談（臨床心理士相談）12回

A

保健予防課
【再掲】
Ⅲ-39

若者の居場所づく
り・相談支援

こころの悩みや生きづらさを感じてい
る若者が、ストレスへの対処法やソー
シャルスキルを身に付け、前へ進むた
めの支援を行います。また、専門家と
の相談の場づくり等、個別的な支援を
行います。

・講演会の開催：１回　4名
・すみだみんなのカフェの開催：１２回
延55人
（ほかに個別相談2回　6人）

・講演会の開催：１回
・すみだみんなのカフェの開催：１２回
（参加者の個別相談　２回実施予定）

A

地域福祉課 Ⅲ-19
生活困窮者自立相
談支援事業

生活や仕事の不安などを抱える生活
困窮者（生活保護受給者を除く）から
の相談に対して、相談支援員が、情報
提供及び助言等を行い、他の機関と
連携しながら自立に向けた支援を行
います。

生活や仕事の不安、住居の不安など
の相談を受け、生活困窮者自立支援
法に基づき生活保護に至る前の段階
から支援を行い、自立を促す支援を
行った。
・新規相談受付件数：877件

生活や仕事の不安などを抱える生活
困窮者（生活保護受給者を除く）から
の相談に対して、相談支援員が、情報
提供及び助言等を行い、他の機関と
連携しながら自立に向けた支援を行
う。

A

地域福祉課
【再掲】
Ⅲ-59

包括的支援体制整
備事業

地域共生社会の実現に向けて、これま
での分野別の支援体制では対応しき
れない「複雑化・複合化した支援ニー
ズ」や「制度の狭間にある課題」に対応
するため、重層的なセーフティネット
の強化を図り、地域の支え合いによる
包括的な支援体制を整備します。

・多機関協働事業を核とした相談支援
ネットワークを構築し、関係各相談支
援機関が連携して支援を進めた。
支援会議開催回数:16回　17事例
（重層的支援会議、コア会議含む）
・地域福祉プラットフォームを区内に
新規で常設1か所増設した。また、出
張プラットフォームを行い、ニーズの
把握や課題分析を行った。
延べ利用者数：6,230人　延べ相談
数：938件

・多機関協働事業を核とした相談支援
ネットワークを構築し、関係各相談支
援機関が連携して支援を進める。
・地域福祉プラットフォームを区内に
新規で常設1か所増設する。また、出
張プラットフォームを随時行う。

A

横断的な連
携

による「社
会的ひきこ
もり」への
対応の検
討・推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

障害者福祉課 Ⅲ-20
障害者の就労等に
関する総合相談の
実施

就労を希望する障害者や既に就労し
ている障害者、その家族、関係機関等
からの相談に応じ、就職支援及び各種
サービス利用支援等を行います。ま
た、障害者雇用を検討する企業や既に
雇用している企業等からの相談に応
じ、情報提供等を行います。

就労を希望する障害者、障害者雇用を
検討する企業等に対する相談、情報提
供を総合相談室で行った。
新規登録者数64名。

就労を希望する障害者、障害者雇用を
検討する企業等に対する相談、情報提
供を総合相談室で行う。

A

障害者福祉課 Ⅲ-21
就労に関する支援
事業の実施

就労を希望する障害者に対し、就労に
必要な知識や技術等の習得のための
訓練及び就労の継続に向けた支援を
関係機関と連携して実施します。

就労移行支援・就労定着事業所「ゆめ
たまごすみだ」で、就労のための訓練、
就労支援及び定着支援を行った。

就労移行支援・就労定着事業所「ゆめ
たまごすみだ」で、就労のための訓練、
就労支援及び定着支援を行う。

A

障害者福祉課
ふれあいセン
ター

Ⅲ-22
作業所等経営ネット
ワーク事業

区役所１階で実施している「スカイワ
ゴン」をはじめ、区内にある複数の作
業所で組織している「墨田区福祉作業
所等経営ネットワーク」の共同受注・共
同販売等の仕組みを活用し、福祉施設
における仕事の受注・販売を拡大して
いきます。

・ネットワーク連絡会を年度内に９回
行い、福祉作業所職員間の情報交換
と経営スキル向上を図った。
・スカイワゴンでの共同販売（通常販売
を週２回、その他の販売会を年３回）
を行った結果、各作業所等の自主生産
品総販売額は約690万円となった。
その他、区内外の事業者・店舗と共同
した商品開発や販売機会の拡大によ
る多様な作業の開拓を進めた。

・ネットワーク連絡会を原則毎月１回行
い、福祉作業所職員間の情報交換と
経営スキル向上を図る。
・スカイワゴンでの共同販売（通常販売
を週２回、その他の販売会等を年３
回）のほか、区内外の事業者・店舗と
共同した商品開発や販売機会の拡大、
及び共同受注による多様な作業の開
拓を進める。

A

障害者福祉課 Ⅲ-23
地域生活支援サー
ビスの充実

障害のある人が、本人の希望する地
域で自立して暮らしていくことができ
るよう、本人と介護者を支える生活支
援サービスを充実させていきます。

地域生活支援サービスの充実に努め
た。

地域生活支援サービスの充実に努め
る。

A

保健計画課
健康推進課
防災課 他

Ⅲ-24
災害時個別支援計
画の作成

人工呼吸器使用者をはじめ、災害時に
特に支援が必要な方について個別支
援計画を作成し、関係機関と連携した
災害時支援を進めます。

・在宅人工呼吸器使用者災害時個別
支援計画の作成　14件

・在宅人工呼吸器使用者災害時個別
支援計画を作成する。
・実務者研修会を開催する。
・関係機関支援者会議を開催する A

障害者の地
域生活

支援の実施



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

保健予防課 Ⅲ-25
高次脳機能障害
ネットワーク会議の
実施

高次脳機能障害者の地域での自立生
活を支援するため、連携体制や福祉
サービスのあり方について検討しま
す。

自立生活を支援するため、関係機関の
連携強化を図るため、高次脳機能障
害ネットワーク会議を開催した。
（１回）

自立生活を支援するため、関係機関の
連携強化を図るため、高次脳機能障
害ネットワーク会議を開催する。

A

保健予防課 Ⅲ-26
高次脳機能障害家
族会支援事業

高次脳機能障害の患者とその家族を
支えるため、区内で活動する家族会を
支援します。

患者・家族会へは補助金等を通じて支
援を継続する。
すみだまつり等で、高次脳障害につい
て区民に理解の推進を図った。

患者・家族会へは補助金等を通じて支
援を継続する。また、すみだまつり等
で、高次脳障害について区民に理解の
推進を図る。

A

保健予防課

【保健予防課】
家族会を通じて支援を継続した。
（家族会１団体）

【保健予防課】
家族会を通じて支援を継続する。

A

地域福祉課
すみだ福祉保健
センター

【すみだ福祉保健センター】
　高次脳機能障害者、家族、関係機関
からの個別相談に対して相談支援を
行った。延相談件数127件
　普及啓発として、講演会を年１回21
人、家族・当事者支援として、家族会と
連携して、家族のつどいを年３回、当
事者のつどいを年２回開催した。延べ
26人
　高次脳機能障害者に対するグループ
訓練（週１回）を実施し、社会参加の支
援を行った。利用者延人数126人
　区が主催するネットワーク会議（年１
回）の他に、ネットワーク連絡会を年１
回開催し、関係機関との連携を深め
た。ネットワーク連絡会では事例検討
を行い20人参加。

【すみだ福祉保健センター】
　高次脳機能障害者、家族、関係機関
からの個別相談に対して相談支援を
行う。
　普及啓発として、講演会を年１回、家
族・当事者支援として、家族会と連携
して、家族のつどいを年2回、当事者
のつどいを年２回開催する。
　高次脳機能障害者に対するグループ
訓練（週１回）を実施し、社会参加の支
援を行う。
　区が主催するネットワーク会議（年１
回）の他に、ネットワーク連絡会を年１
回開催し、関係機関との連携を深め
る。

A

保健予防課 Ⅲ-28
発達障害者支援に
関する連携推進

発達障害者支援マニュアルやパンフ
レット等を作成し、庁内関係各課、関
係機関との連携を推進します。

庁内関係課、関係機関との連携を進
めた。
・発達障害庁内連携会議　1回
・発達障害庁内連携マニュアルを作成
した。

庁内関係課、関係機関との連携を進
める。
・発達障害庁内連携会議　1回
・発達障害庁内連携マニュアルを作成
する。

A

障害者福祉課
保健予防課
健康推進課　他

Ⅲ-29
発達障害に関する
相談支援機能の強
化

乳幼児期から必要な支援が受けられ
るよう、児童発達支援センターの運営
の充実を図ります。また、発達障害の
ある人やその家族の相談支援を行う
とともに、相談支援体制の充実を図り
ます。

庁内関係課、関係機関との連携を進
めた。
区民への普及啓発に努めた(児発セン
ターにて利用者に案内）。

庁内関係課、関係機関との連携を進
めるとともに、区民への普及啓発に努
める。

A

Ⅲ-27
高次脳機能障害相
談支援事業

すみだ福祉保健センターにおいて、高
次脳機能障害に関する電話・窓口相談
を行うとともに、高次脳機能障害につ
いての啓発を行い、区民や企業等に
理解の推進を図ります。

高次脳機能
障害の
患者・家族
への

支援の実施

発達障害者
等への

支援の実施



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

障害者福祉課 Ⅲ-30
医療的ケア児に関
する庁内連携会議
及び協議会の運営

区の関係部署による庁内連携会議を
開催し、医療的ケア児が必要な支援を
円滑に受けることができるよう、保
健、医療、障害福祉、保育、教育等の関
係機関の連携を推進します。また、庁
内連携部署と外部委員からなる協議
会を開催し、医療的ケア児に対する共
通の理解に基づく支援の充実に努め
ます。

医療的ケア児に関する以下の会議を
実施した。
・協議会　　　 1回開催
・庁内連携会議 1回開催

医療的ケア児に関する以下の会議を
実施する。
・協議会　　　 2回開催
・庁内連携会議 2回開催

A

子育て政策課

【子育て政策課】
公立学童クラブにおいて医療的ケア
児の受入体制を維持した。

【子育て政策課】
公立学童クラブにおける受入体制を
維持する。 A

子ども施設課

【子ども施設課】
居宅訪問型保育事業の安定的継続が
できた。
（保育園）公立保育園2園において医
療的ケア児を受け入れた。

（保育園）更に、医療的ケア児の受入体
制を整備し、拡充を図る。

A

学務課
保健計画課

【学務課】
（小・中学校）必要に応じて、対象児在
籍区立学校に、看護師を配置した。

【学務課】
（小・中学校）必要に応じて、対象児在
籍区立学校に、看護師を配置した。

A

健康推進課 Ⅲ-32
心身障害児（者）歯
科相談事業

すみだ福祉保健センター内「ひかり歯
科相談室」において、心身に障害のあ
る区民を対象に、歯科医師や歯科衛
生士が口腔機能の維持及び改善に必
要な処置及び助言指導を行います。

【利用者数】
歯科健診・相談・歯科予防処置等を実
施した。
６０回 延べ４１６人

歯科健診等を実施する。

A

健康推進課 Ⅲ-33
通所施設等での歯
科保健指導の実施

区内の通園・通所施設及び福祉作業
所において、利用者、保護者、職員へ
の定期的な歯科保健指導を実施し、障
害のある区民の歯と口の健康維持と
歯科受診を支援します。

通所施設、通園施設、福祉作業所の歯
科保健指導等を実施した。
２５回　１４１人

みつばち園、ステップハウスおおぞら
にじの子、はばたき福祉園、ステップ
ハウスおおぞらひだまり、ふれあいセ
ンター福祉作業所等において歯科保
健指導を実施する。

A

障害者（児）
スポーツと
文化芸術活
動の

普及と充実

スポーツ振興課
障害者福祉課

Ⅲ-34
障害者（児）スポー
ツと文化芸術活動
の普及と充実

障害のある人（子ども）やその家族、地
域の人々が交流できる機会の充実を
図ります。また、障害者スポーツの普
及やレジャーの場の充実により、生き
がいづくりを支援します。

実行委員会において内容を検討し、障
がい者向けのレクリエーション大会を
実施した。

・１０月２０日（日）
・１０団体参加
・大会参加者：３２８名

実行委員会において実施の可否を協
議する。
実施する場合は以下の内容となる。
・１０月第三日曜日実施予定
・１０団体参加予定
・大会参加者：５００人程度

A

医療的ケア児の受
入体制の整備

Ⅲ-31

医療的ケア児を教育・保育施設等で安
全に受け入れるため、必要な人員体制
や施設環境等について調査・検討を行
います。また、身近な医療機関で一時
入院等ができるよう体制の整備を進
めます。

医療的ケア
児と

家族への支
援体制の構
築

心身障害児
（者）

歯科の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

自殺対策の
ネットワー
クの強化

保健予防課 Ⅲ-35

墨田区自殺対策
ネットワーク会議・
庁内ネットワーク会
議の開催

医療・地域等の関係機関が連携して自
殺対策の基盤づくりを行うため、「墨
田区自殺対策ネットワーク会議」を開
催します。また、区の関連組織の連携
体制を構築するため、「墨田区自殺対
策庁内ネットワーク会議」を開催しま
す。

・自殺対策ネットワーク会議・庁内ネッ
トワーク会議を開催した　各２回

・自殺対策ネットワーク会議・庁内ネッ
トワーク会議を開催する　各３回

A

保健予防課 Ⅲ-36
自殺ハイリスク者へ
の支援

医療機関等と連携し、自殺未遂者等ハ
イリスク者への支援を行います。

・「医療関係者連携マニュアル」を活用
し、かかりつけ医から専門機関へ紹介
した。
・自殺対策強化月間等（９月・３月）に
相談窓口の設置および３月は、啓発の
ため企画展示を実施した。
・区内にある第三次救急病院と連携し
て地域のサービスにつなぐための支
援を実した。

・「医療関係者連携マニュアル」を活用
し、かかりつけ医から専門機関へ紹介
する。
・自殺対策強化月間等（９月・３月）に
相談窓口の設置および８－９月は、啓
発のため企画展示を実施する。
・区内にある第三次救急病院と連携し
て地域のサービスにつなぐための支
援を実施する。

A

健康推進課

【健康推進課】
・心の健康相談　27回　相談件数42
件（延べ数）
・思春期相談（専門医相談）11回　相談
件数16件（延べ数）
※12回開催予定であったが講師都合
により1回中止
・思春期相談（臨床心理士相談）12回
13件（延べ数）
・依存症相談（専門医相談）12回21件
（延べ数）
・ファミリーメンタル相談（専門医相
談）6回9件（延べ数）

精神科専門医等による相談や、保健師
による相談・訪問指導を実施する。
【令和7年度計画】
心の健康相談（専門医相談）24回
思春期相談（専門医相談）12回
思春期相談（臨床心理士相談）12回
依存症相談（専門医相談）12回
ファミリーメンタル相談（専門医相談）
6回
専門相談とは別に保健師による相談・
訪問指導は地域保健活動として随時
実施する。

A

保健センター
保健予防課

終了（コロナウイルス感染症が５類に
移行したことによる）

終了（コロナウイルス感染症が５類に
移行したことによる）

その他

令和5年度
に「コロナこ
ころの電話
相談セン
ター」は設置
終了

Ⅲ-37
ウィズ・コロナの自

殺対策

「コロナこころの電話相談センター」を
設置し、不安やストレスに対する相談
支援を行います。
クラスター発生時のこころのケアにつ
いて、相談支援体制を強化します。

生きること
の促進
要因への支
援



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

自殺対策を
支える

人材の育成
保健予防課 Ⅲ-38

ゲートキーパー研修
の実施

様々な悩みや生活上の困難を抱える
人に対し、早期に気づき、受け止め、
適切な関係機関につなぐことができ
るよう、自殺対策を支える人材を育成
するためのゲートキーパー研修を実施
します。

・ゲートキーパー研修を実施した。
6回　295人

・ゲートキーパー研修を実施する。

A

保健予防課 Ⅲ-39
若者の居場所づく
り・相談支援

こころの悩みや生きづらさを感じてい
る若者が、ストレスへの対処法やソー
シャルスキルを身に付け、前へ進むた
めの支援を行います。また、専門家と
の相談の場づくり等、個別的な支援を
行います。

・講演会の開催：１回　4人
・すみだみんなのカフェの開催：１２回
延55人（ほかに個別相談2回　6人）

・講演会の開催：１回
・すみだみんなのカフェの開催：１２回
（参加者の個別相談　２回実施予定）

A

保健予防課
指導室

Ⅲ-40
ＳＯＳの出し方に関
する教育の実施

区内小・中学校で授業を行い、児童・
生徒が様々な困難・ストレスへの対処
方法を身に付け、援助希求行動をとれ
るようにすることで、自殺を未然に防
止します。

【保健予防課】
・ＳＯＳの出し方に関する教育への実
施支援をした。
区立中学校9校　1,185人

【指導室】ＳＯＳの出し方に関する教育
・小学校２５校（５年生）
　(スタンドバイ社により実施)
・中学校１０校（１年生）で実施
　（１校は独自実施、９校は保健予防課
保健師により実施）

【保健予防課】・指導室と連携方法を調
整の上、ＳＯＳの出し方に関する教育
への実施支援をする。

【指導室】ＳＯＳの出し方に関する教育
小学校２５校（５年生）・中学校１０校（１
年生）で実施

A

児童・生徒・
若者への支
援の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

保健計画課 Ⅲ-41
地域・職域連携推進
協議会（仮称）の設
置

働く人のライフスタイルの多様化に対
応し、効果的・効率的な保健サービス
を提供できるよう、区や区内事業者、
医療保険者等関係者の情報共有と連
携体制の構築を図ります。

・健康経営セミナー2回
・すみだ健康チャレンジ宣言19社
・健康経営サポーター6社
・すみだ健康経営顕彰2社

すみだ健康経営支援事業の認知度を
向上させ、すみだ健康チャレンジ宣言
企業、健康経営顕彰制度応募企業を
増やすことで、区な企業等の健康経営
を推進し、従業員の健康状態を向上さ
せる。

その他

庁内連携や関
連企業との連
携を深め
区の現状に
合った会議体
設置の検討を
行う。

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-16

がん検診受診率の
向上

がんのリスクが高い年齢層への個別
通知による受診勧奨等を行うととも
に、定員の拡大にも努め、がん検診受
診率の向上を図ります。また、企業等
でがん検診を受ける機会がある人も
多いことから、職域と連携した受診率
向上策を進めていきます。

・全ての対象者に対する受診勧奨につ
いて、胃がん検診においてモデル実施
を実践する。
・ポスターやパンフレットを区内各薬
局において掲示及び配布する。
・電子申請等において、試行的にオプ
トアウト方式の申込を導入した。

・東京都がん検診精度管理評価事業を
実施する。
・「墨田区がん対策推進計画」に基づ
き、検診の結果、要精密検査と判定さ
れた人に対する受診勧奨及び結果把
握調査を実施する。
・墨田区がん対策推進会議「がん検診
精度管理部会」において、各種がん検
診の精度管理について検討する。

A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-21

がんの相談・支援体
制の整備

がんになっても自分らしく暮らせるよ
う、各相談窓口や患者支援活動と連携
し、患者や家族に必要な支援や情報を
提供します。また、がんになっても働
き続けることができるよう、治療と仕
事の両立支援について職域と連携し
て取り組みます。

・がん対策普及啓発イベントにおいて、
相談支援に関する情報を提供した。
・支援団体と連携して、支援事業を実
施した。
・ウィッグ等補整具の助成事業を行っ
た。 136件

・がん対策普及啓発イベントにおいて、
相談支援に関する情報を提供する。
・支援団体と連携して、支援事業を実
施する。
・ウィッグ等補整具の助成事業を行
う。

A

地域・職域
連携
の強化



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

保健計画課 Ⅲ-42
墨田区版健康経営
支援事業

企業における健康経営及びコラボヘ
ルスの推進による労働者・家族の健康
づくり及び安全衛生を目的とし、「墨
田区版健康経営支援事業（仮称：すみ
だ健康づくりチャレンジ宣言）」を実施
します。

・健康経営セミナー　2回
・すみだ健康チャレンジ宣言　19社
・健康経営サポーター６社
・すみだ健康経営顕彰2社

すみだ健康経営支援事業の認知度を
向上させ、すみだ健康チャレンジ宣言
企業、健康経営顕彰制度応募企業を
増やすことで、区な企業等の健康経営
を推進し、従業員の健康状態を向上さ
せる。

A

健康推進課 Ⅲ-43
区内給食施設との
連携

食堂を持つ企業等との連携により、健
康な食の提供を支援します。

・事業所給食施設に対する栄養管理等
の助言・相談件数　14件

・健康的な食環境の整備に向けて、給
食施設と連携を図る。

A

健康推進課
【再掲】
Ⅰ-38

すみだ１ウィーク・
ウォークの実施

日常生活における身体活動量（歩数）
を増やすため、ウォーキングのきっか
けづくりとして、区民等の日常歩数を
測定するウォーキングイベント「すみだ
１ウィーク・ウォーク」を実施します。ま
た、ウォーキングアプリを活用するこ
とで、健康無関心層へのアプローチを
図ります。

「すみだ１ウィーク・ウォーク」を実施し
た。427人

「すみだ２ウィーク・ウォーク」を実施
し、区民や区内企業のウォーキングの
意識を高めるとともに、参加者の歩数
を集計し、取組指標の分析を行う。

A

データヘル
スの
推進

保健計画課
国保年金課

Ⅲ-44
データヘルス改革へ
の対応

保険者ごとに分断されている健診や
医療費情報等の連携に対応し、個人の
健康づくりに役立てていただくととも
に、データ分析及び保健事業の実施に
ついて関係者と連携し働く人の効果
的な健康づくり支援につなげます。

保健事業等地域連携検討会３回 保健事業等地域連携検討会３回

A

健康推進課 Ⅲ-45
神経難病検診の実
施

医師会、専門医療機関等と協力し、地
域で生活している難病の疑いのある
区民が専門医の診察を受ける機会を
設け、適切な治療、保健福祉につなげ
ます。

医師会、専門医療機関等と協力し、神
経難病健診を1回実施した。25人

医師会、専門医療機関等と協力し、神
経難病健診を実施する。

A

健康推進課 Ⅲ-46
難病に関する普及
啓発

難病に関する講演会を開催し、普及啓
発を行います。

難病に関する講演会を開催し、普及啓
発を行った。
講演会（健康推進課）1回

難病に関する講演会を開催し、普及啓
発を行う。
講演会（健康推進課）１回 A

保健予防課 Ⅲ-47
難病対策のための
地域協議会の設置

難病患者支援のため、関係機関によ
る協議の場である地域協議会を設置
し、地域での療養体制の構築等を図り
ます。

難病患者支援のため、令和６年度よ
り、墨田区地域自立支援協議会におい
て難病についても関係機関による協
議ができる場とした。

墨田区地域自立支援協議会におい
て、地域課題の状況に応じて難病患者
支援のために関係機関による協議を
行っていく。 A

墨田区版健
康経営

支援事業の
推進

難病に関す
る支援

体制の構築



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

健康推進課 Ⅲ-48 難病患者への支援

公費負担制度に基づき対象者の把
握、療養生活や治療と仕事の両立に
関する相談等を行います。また、難病
患者・家族等の自主グループ活動への
療養支援を行います。

公費負担制度に基づき対象者の把
握、療養生活や治療と仕事の両立に
関する相談等を行う。また、難病患者・
家族等の交流会等への療養支援を
行った。
パーキンソン病交流会　年4回実施

公費負担制度に基づき対象者の把
握、療養生活や治療と仕事の両立に
関する相談等を行う。また、難病患者・
家族等の交流会等への療養支援を行
う。

A

保健計画課
保健センター
防災課 他

【再掲】
Ⅲ-24

災害時個別支援計
画の作成

人工呼吸器使用者をはじめ、災害時に
特に支援が必要な方について個別支
援計画を作成し、関係機関と連携した
災害時支援を進めます。

・在宅人工呼吸器使用者災害時個別
支援計画の作成（14件）

・在宅人工呼吸器使用者災害時個別
支援計画を作成する。
・関係機関支援者会議を開催する。
・実務者研修会を開催する。 A

食育を推進
する

中核となる
人材の
育成

健康推進課 Ⅲ-49
すみだ食育推進
リーダーの育成

世代や分野、地域をこえて多様な主体
が協働で食育活動を実践し、コーディ
ネートを行う人材を育成します。

すみだ食育推進リーダー6期生に対
し、令和7年3月26日に情報交換会の
開催を開催し、情報交換等を通じ活動
の支援を行った。

令和5年度に育成したすみだ食育推
進リーダー6期生を継続して支援して
いく。また、リーダー同士の情報交流
の場を設ける。 A

健康推進課 Ⅲ-50
食育推進団体（すみ
だ食育goodネット
等）への支援

「すみだの食育」推進の中核となるす
みだ食育goodネット等を支援し、区
民、地域団体、NPO、事業者、企業、大
学、区等によるネットワークを構築し、
協働の食育を推進します。

区と協働で食育を推進する団体であ
る「すみだ食育goodネット」へ補助を
行った。

「すみだの食育」推進の中核となるす
みだ食育goodネットに対し支援を行
う。また、すみだ食育goodネットを通
じて様々な団体等と連携しながら食
育を推進する。

A

健康推進課 Ⅲ-51
食育に関する自主
グループ等の育成・
支援

食育や健康づくり・食生活に関心を持
ち、講習会等で学んだことを通して、
地域社会の食育の推進に寄与するこ
とを目的とする自主グループの育成・
支援を行います。

「こども商店街」事業等については、次
年度の実施内容について検討を行っ
た。
地域食堂やフードパントリー事業者か
ら成る「すみだ食で繋がるネットワー
ク」へ食育に関する情報提供を行った
り啓発の場を提供したりといった支援
を行った。

「こども商店街」事業等を通じて、区内
児童館・コミュニティ会館の食育活動
の支援を行う。
また、地域食堂やフードパントリー事
業者から成る「すみだ食で繋がるネッ
トワーク」へ食育に関する情報提供を
行ったり啓発の場を提供したりといっ
た支援を行う。

A

難病患者へ
の支援の推
進

食育に関す
る自主
グループ等
の

育成・支援



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

食育に関す
る

普及啓発の
推進

健康推進課
保健センター

Ⅲ-52
食育に関する普及
啓発

食育に関する普及啓発等を通じて地
域団体・ＮＰＯ・事業者・企業・大学等と
区の協働による食育活動を地域に広
めていきます。

すみだ食育goodネットをはじめとす
る地域団体やNPO、事業者・企業・大
学等とともに、食育フェス（令和6年
19日～23日実施）や食育推進全国大
会（令和6年6月1日、2日参加）等の
場を通して食育に関する普及啓発を
行った。

すみだ食育goodネットをはじめとす
る地域団体やNPO、事業者・企業・大
学等とともに、食育フェスや食育推進
全国大会等の場を通して食育に関す
る普及啓発を行う。

A

保育施設・
学校と
連携した
食育の推進

健康推進課
子ども施設課
学務課

Ⅲ-53
保育施設・学校と連
携した食育の推進

関係機関の連携により幼児期からの
食育を推進します。

食育月間である６月を中心に、保育施
設・学校と連携した給食連携の取組を
実施した。また、食育フェス等の場に
おいて保育施設や学校等での食育の
取組についてＰＲを行った。

保育施設・学校と連携した給食連携の
取組を企画・調整した。また、食育フェ
ス等の場において保育施設や学校等
での食育の取組についてＰＲを行う。 A

災害時食支
援

ネットワー
クの
推進

健康推進課
子ども施設課
学務課
防災課

Ⅲ-54
災害時食支援ネット
ワークの推進

災害時等に食事に配慮が必要な人へ
の食支援を行うため、平時の食育推
進ネットワークを活かした仕組みを構
築し、自助、共助の視点から具体的な
食支援の取組を進めます。

令和6年8月22日及び12月16日に
災害時食支援ネットワーク検討会議を
実施し、アクションカード（要配慮者班
用）のブラッシュアップや、アクション
カード（食糧物資班用）を使用したシ
ミュレーションを行った。

令和6年度に引き続き、アクション
カードのブラッシュアップを行う。併せ
て「災害時の要配慮者食支援マニュア
ル」について普及啓発を行っていく。 A



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

高齢者福祉課 Ⅲ-55
生活支援体制整備
事業

地域ごとの特性に応じた、多様な主体
（住民やＮＰＯ法人、民間企業等）によ
る支え合いの充実を図り、高齢者の自
立した生活を支援します。

・生活支援コーディネーターの設置
　（第１層　１名、第２層　９名）
・協議体高齢者生活支援サービスネッ
トワーク連絡会
　（第１層協議体）の開催６回
・第２層協議体（地域ケア会議）への出
席　３８回
・社会資源（交流・集いの場）　４１３件

協議体高齢者生活支援サービスネット
ワーク連絡会（第１層協議体）を開催す
る。
第２層協議体（地域ケア会議）へ出席
する。
社会資源（交流・集いの場）の増加を
目指す。

A

地域福祉課
墨田区社会福祉

協議会
Ⅲ-56

小地域福祉活動の
推進

町会・自治会等の顔が見える範囲で、
その地域に住むすべての方を対象と
した、ふれあいサロンでの交流、見守
りや声かけ、戸別訪問等地域の特性に
応じた支え合いや助け合いを行う小
地域福祉活動を推進します。

・小地域福祉活動実施地区３２地区
・ふれあいサロン実施地区１０地区
・拠点型ふれあいサロン実施地区
　3地区
・おもちゃサロン2ｶ所
・地域福祉プラットフォーム5ｶ所
・地域福祉活動セミナー開催1回

・小地域福祉活動実施地区を拡大す
る。
・ふれあいサロン実施地区を拡大す
る。
・拠点型ふれあいサロン実施地区
（3地区）
・おもちゃサロン（2ｶ所）
・地域福祉プラットフォームおよび出
張プラットフォーム（６ｶ所）

A

高齢化により小地域福
祉委員会やふれあいサ
ロンを休止する地域も
あるが、地域福祉プ
ラットフォームの新規
開設等で地域住民の参
加と相談の場を提供で
きている。

地域福祉課 Ⅲ-57
民生委員・児童委員
活動の支援事業

地域のなかで支援を必要とする人へ
の相談・援助や、社会福祉協議会、福
祉事務所、高齢者支援総合センターな
どの関係機関に対する協力活動を行
う民生委員・児童委員活動を支援し、
相談機能の充実を図ります。

・会長会　年１１回
・全体会　年６回
・会長・副会長　年１回
・地区別協議会　年４回
・全体研修会　年１回
・その他都の研修等

・会長会　年１１回
・全体会　年８回
・会長・副会長　年１回
・地区別協議会　年２回
・全体研修会　年１回
・その他都の研修等

A

高齢者福祉課 Ⅲ-58
地域における高齢
者の見守りネット
ワークの充実

ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた
地域で安心して生活できるよう、高齢
者みまもり相談室が核となり、民生委
員・児童委員、住民、事業者等が連携
した高齢者の見守りネットワークを構
築していきます。

見守り活動報告を紙面で実施、見守り
協力員向け研修会として、各圏域で勉
強会を開催した。２６回

見守り活動報告会、見守り協力員向け
研修を実施する。

A

地域福祉課 Ⅲ-59
包括的支援体制整
備事業

地域共生社会の実現に向けて、これま
での分野別の支援体制では対応しき
れない「複雑化・複合化した支援ニー
ズ」や「制度の狭間にある課題」に対応
するため、重層的なセーフティネット
の強化を図り、地域の支え合いによる
包括的な支援体制を整備します。

・多機関協働事業を核とした相談支援
ネットワークを構築し、関係各相談支
援機関が連携して支援を進めた。
支援会議開催回数:16回　17事例
（重層的支援会議、コア会議含む）
・地域福祉プラットフォームを区内に
新規で常設1か所増設した。また、出
張プラットフォームを行い、ニーズの
把握や課題分析を行った。
延べ利用者数：6,230人　延べ相談
数：938件

・多機関協働事業を核とした相談支援
ネットワークを構築し、関係各相談支
援機関が連携して支援を進める。
・地域福祉プラットフォームを区内に
新規で常設1か所増設する。また、出
張プラットフォームを随時行う。

A

地域におけ
る

支え合いの
促進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した

B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る

C：計画に遅れが生じている
その他：計画の見直しの必

要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、目的・内容
の変更または特筆すべ
きことがある場合ご記

入ください

保健計画課 Ⅲ-60
地域健康づくりの
実施

地域での自主的な健康づくり活動を
進めるために保健衛生協力員と協力
しながら、地区別に健康講座を実施し
ます。

保健衛生協力員と協力し地域健康づ
くりを推進した。

保健衛生協力員と協力し地域健康づくりを推進する。

A

健康推進課
生活衛生課

Ⅲ-61
出前健康講座の実
施

地域の要望に応え、専門職等が講演
等を行った。
実施回数：３回

地域の要望に応え、専門職等が講演
等を行った。
【健康推進課】５回
【生活衛生課】３回

地域の要望に応え、専門職等が講演等を行う。

A

区民の交
流・活動の
場の整備・
活用

地域活動推進課 Ⅲ-62
地域集会所及び地
域プラザの活用

区民の交流・活動の場として活用可能
な地域集会所や地域プラザ等の設備
の貸し出しを行います。

区民の交流・活動の場として活用可能
な地域集会所や地域プラザ等の設備
の貸し出しを実施した。15,873件

区民の交流・活動の場として活用可能
な地域集会所や地域プラザ等の設備
の貸し出しを実施する。

A

地域集会所：5,601件
本所地域プラザ：
4,949件
八広地域プラザ：
5,323件

町会・自治
会等の
活動への支
援

地域活動推進課 Ⅲ-63
町会・自治会活動支
援事業

町会や自治会等が行う地域の活性化
や問題解決につながる事業や、地域団
体が町会等と連携して行う地域力向
上となる事業に対して補助を行いま
す。

地域の活性化や地域力の向上に資す
る活動について、各団体へ補助制度を
実施した。317件

地域の活性化や地域力の向上に資す
る活動について、各団体へ補助制度を
実施する。

A

地域健康づ
くり
の推進



すみだ健康づくり総合計画_R6年度進捗状況調査

基本目標４　安全・安心な保健・医療体制及び健康を支援する地域環境の整備

取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健予防課
保健計画課
安全支援課

Ⅳ-1

新型インフル
エンザ等（新
型コロナウイ
ルス含む）対
策の充実

新型インフルエンザ等（新型コロナウイルス
含む）の対策について、平時から備えると
ともに、探知した際には、国や東京都、区
内医療機関等と緊密に連携し、区民への的
確な情報提供を行い、発生時には状況に
応じた対策を講じる等、感染拡大の防止に
努めます。

・墨田区感染症予防計画に基づき、新
型インフルエンザ等（新型コロナウイル
ス含む）対策を推進した。
・平時から、感染防護具の備蓄や、感染
症対策に関する情報の周知・浸透を図
ることで、新型インフルエンザ等の区
民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがある感染症の発生及び
まん延防止に備えた。
感染症発生を探知した際には、国や東
京都、区内医療機関等と緊密に連携
し、状況に応じた対策を講じることで
感染拡大の防止するように努めた。

・墨田区新型インフルエンザ等対策行動計
画の改定に向けて検討する。
・墨田区感染症予防計画に基づき、新型イ
ンフルエンザ等（新型コロナウイルス含む）
対策を推進していく。
・平時から、感染防護具の備蓄や、感染症
対策に関する情報の周知・浸透を図るこ
とで、新型インフルエンザ等の区民の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症の発生及びまん延防止に備え
るとともに、感染症発生を探知した際に
は、国や東京都、区内医療機関等と緊密に
連携し、状況に応じた対策を講じることで
感染拡大の防止に努める。

A

保健予防課 Ⅳ-2
感染症発生時
のまん延防止
対策の実施

感染症発生時は、感染症法等※に基づき、
速やかに感染症患者に対して訪問調査等
を行い、関係機関と連携し、感染症の拡大
防止を図ります。

感染症発生時は、感染症法等に基づ
き、速やかに感染症患者に対して訪問
調査等を行うと共に、関係機関と連携
し、感染症の拡大防止を図った。
学校、保育施設に対する学校等欠席
者・感染症情報システム、高齢者施設
に対する高齢者施設感染症情報収集
システムの導入を推進し活用すること
で集団発生を早期に探知し感染拡大
をの防止を図った。

・墨田区感染症予防計画に基づき、感染症
発生時のまん延防止対策を推進してい
く。
・感染症発生時は、感染症法等に基づき、
速やかに感染症患者に対して訪問調査等
を行うとともに、関係機関と連携して感染
症の拡大防止を図る。
・学校、保育施設、高齢者施設に対する学
校等欠席者・感染症情報システム、高齢者
施設感染症情報収集システムの導入の推
進・活用により集団発生を早期に探知し
感染拡大をの防止を図る。

A

保健予防課 Ⅳ-3
感染症サーベ
イランス事業
の実施

東京都感染症発生動向調査事業実施要綱
に基づき、感染症に関する情報をオンライ
ンシステムにより東京都に報告します。

東京都感染症発生動向調査事業実施
要綱に基づき、感染症に関する情報を
オンラインシステムにより東京都に報
告した。

東京都感染症発生動向調査事業実施要綱
に基づき、感染症に関する情報をオンライ
ンシステムにより東京都に報告する。 A

保健予防課 Ⅳ-4
小児感染症
サーベイラン
ス事業の実施

学校欠席者情報収集システム（保育園サー
ベイランスを含む）を活用し、小児の感染
症等の集団感染の早期探知とまん延防止
対策を実施します。

・学校欠席者情報収集システムの活用
により感染症の流行を早期に探知し、
適切な情報提供を行うことで流行の
拡大防止を図った。
・学校欠席者情報収集システムに登録
のない学校や保育園等に対し働きか
けを行い、サーベイランスへの登録を
推進した。

・学校欠席者・情報収集システムの活用に
より感染症の流行を早期に探知し、適切
な情報提供を行うことで流行の拡大防止
を図る。
・学校欠席者・情報収集システムに登録の
ない学校や保育園等に対し働きかけを行
い、サーベイランスへの登録を推進する。

A

感染症ま
ん延防止
対策の実
施



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健予防課 Ⅳ-5
予防接種の実
施

予防接種法に基づく定期予防接種の個別
勧奨や任意予防接種の公費負担を通じて
予防接種率の向上を図ります。また新興感
染症の流行に伴う臨時接種について、迅
速に対応します。

・予防接種法に基づく定期の予防接種
の個別勧奨を実施した。
・ＭＲ第２期未接種者への個別勧奨を
年2回実施した。
・任意予防接種：子どものＭＲ（麻しん
風しん混合）、大人のＭＲの予防接種を
公費負担で実施した。
・予防接種法施行令の一部改正（平成
３１年２月１日施行）により、昭和３７年
４月２日から昭和５４年４月１日生まれ
の男性を対象とした風しんの定期接種
を実施した。

・予防接種法に基づく定期の予防接種の
個別勧奨を実施する
・ＭＲ第２期未接種者への個別勧奨を実施
する。
・任意予防接種：子どものＭＲ（麻しん風し
ん混合）、大人のＭＲの予防接種を公費負
担で実施する。
・昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１
日生まれの男性を対象とした風しんの定
期接種について、供給不足に伴う延長措
置を行う。

A

健康推進課 Ⅳ-6
肝炎ウイルス
検診の実施

Ｂ型肝炎ウイルス・Ｃ型肝炎ウイルス感染の
早期発見を目的として、肝炎ウイルス検診
を実施します。

・肝炎ウイルスの感染を早期に発見し、
適切な健康管理や治療を行えるよう、
検診を実施し、927名が受診した。
・検診結果陽性者２名に対し、フォロー
アップ事業を行った。

・肝炎ウイルスの感染を早期に発見し、適
切な健康管理や治療を行えるよう、検診
を実施する。
また、検診の制度について、区報やHP等
で積極的に周知を行う。
・健診結果陽性者に対し、フォローアップ
事業を行う。

A

保健予防課 Ⅳ-7
エイズ相談・検
査の実施

エイズのまん延防止と予防の啓発のため、
ＨＩＶ抗体検査と併せて相談・カウンセリン
グを実施します。ＨＩＶ抗体検査と併せて梅
毒検査を実施します。

【通常検査】ＨＩＶ検査及び性感染症（梅
毒）について、予約不要・匿名・無料で
検査を行った。（81件）
検査日：毎月原則第１金曜日
結果説明日：毎月原則第３金曜日
【即日検査】７月と１２月にＨＩＶ検査及
び性感染症（梅毒）について、通常検査
とは別に、予約有・匿名・無料で、即日
検査を行った。（128件）

【通常検査】ＨＩＶ検査及び性感染症（梅毒）
について、予約不要・匿名・無料で検査を
行う。
検査日：毎月原則第１金曜日
結果説明日：毎月原則第３金曜日
【即日検査】６月と１２月にＨＩＶ検査及び性
感染症（梅毒）について、通常検査とは別
に、予約有・匿名・無料で、即日検査を行
う。

A

生活衛生課 Ⅳ-8
感染症に関す
る検査の実施

蚊媒介感染症の発生とまん延を防止する
ため、区立公園で蚊を捕獲し、デングウイ
ルスとジカウイルスの検査を実施します。

・蚊のウイルス検査のサーベイランスを
実施した。
　　検査数：３地点×５回（すべて陰性）

・引き続き、蚊のウイルス検査のサーベイ
ランスを実施する。
・有事の際に早急に情報提供ができるよ
う、日頃より健康危機に関する情報収集
を行う。 A

各種感染
症の

予防接種・
検査等の
実施



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健予防課 Ⅳ-9
結核健康診断
等の実施

結核の早期発見とまん延防止のために、健
康診断と乳児へのＢＣＧ接種を実施しま
す。

結核の早期発見とまん延防止のため
に、健康診断と乳児へのＢＣＧ接種を
実施した。
【結核健康診断実績】
　 患者家族　12件
 　接触者    160件

結核の早期発見とまん延防止のために、
健康診断と乳児へのＢＣＧ接種を実施す
る。

A

保健予防課 Ⅳ-10
結核に対する
知識の普及、
相談の実施

一般区民をはじめ、患者・家族等に対して、
結核に対する正しい知識の普及を図り、不
安の解消と積極的な健康管理につなげる
ために、相談を実施します。

一般区民をはじめ、患者・患者家族等
に対して、結核に対する正しい知識の
普及を図り、不安の解消と積極的な健
康管理につなげるために、相談を実施
した。

一般区民をはじめ、患者・患者家族等に対
して、結核に対する正しい知識の普及を
図り、不安の解消と積極的な健康管理に
つなげるために、相談を実施する。 A

保健予防課 Ⅳ-11

結核患者の療
養支援、医療
費公費負担制
度の実施

結核患者が確実に治癒できるようにＤＯＴ
Ｓ（直接服薬確認療法）として保健師等が
訪問等を行い、服薬を支援します。また、
適切な医療を提供するため医療費の公費
負担を行います。

結核患者が確実に治癒できるようにＤ
ＯＴＳ（直接服薬確認療法）として保健
師等が訪問等を行い、服薬を支援し
た。
37名に実施し、来所、家庭訪問、郵
便、電話、薬局の件数は、それぞれ延
べ82件、132件、82件、258件、4件
であった。
また、適切な医療を提供するため医療
費の公費負担を行った。

結核患者が確実に治癒できるようにＤＯ
ＴＳ（直接服薬確認療法）として保健師等
が訪問等を行い、服薬を支援する。また、
適切な医療を提供するため医療費の公費
負担を行う。

A

保健予防課 Ⅳ-12
ハイリスク層
への結核予防
対策の実施

結核にかかりやすく、再発しやすい高齢者
や基礎疾患を持つ人、住所不定者や日本
語学校でのり患・発病を予防するため、普
及啓発を行うとともに、健康診査の受診勧
奨を行います。

結核にかかりやすく、再発しやすい高
齢者や基礎疾患を持つ人、住所不定者
や日本語学校でのり患・発病を予防す
るため、普及啓発を行い、健康診査の
受診勧奨を行った。
・日本語学校結核検診の実施：７校

結核ハイリスク層である、高齢者や免疫抑
制状態の人、社会経済的弱者、結核患者
数が多い国で出生した人、またその関係
機関に対して、発病を予防するための普
及啓発を行うとともに、早期発見を目的
とした健康診査の受診勧奨を行う。

A

保健予防課 Ⅳ-13
結核発生時の
まん延防止対
策の実施

結核感染者や発病者の早期発見や感染源
検索のため、患者家族や職場同僚等への
定期外検診を実施し、結核のまん延防止を
図ります。

結核感染者・発病者の早期発見や感染
源検索のため、患者家族や職場同僚等
への定期外検診を実施し、結核のまん
延防止を図った。
・ＩＧＲＡ検査件数：１６４件

結核感染者・発病者の早期発見や感染源
検索のため、患者家族や職場同僚等への
定期外検診を実施し、結核のまん延防止
を図る。 A

結核対策
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健予防課
保健センター

Ⅳ-14
感染症につい
ての普及啓発

エイズ、結核、新型コロナウイルス等、様々
な感染症についての正しい知識や最新情
報、感染予防方法等について、様々な情報
媒体を活用して区民に情報提供します。

感染症を予防するため、区報や区ホー
ムページでの啓発、チラシ・パンフレッ
トの配布などにより、区民への情報提
供を行った。

感染症を予防するため、区報や区ホーム
ページでの啓発、チラシ・パンフレットの配
布などにより、区民への情報提供を行う。

A

保健予防課

【保健予防課】
ハイリスク者利用施設への感染対策と
して、学校等・欠席者感染症情報シス
テム導入施設を対象とした感染症対策
初級研修とフォローアップ研修会を各
1回開催した。
高齢者施設における集団発生の探知
をよりスムーズにするため、国立感染
症研究所等の協力を得て高齢者施設
における高齢者施設感染症情報集シ
ステムの活用推進した。

【保健予防課】
抵抗力のない人に重篤な症状をもたらす
感染症を予防するため、特別養護老人
ホーム等の高齢者施設や保育園等の乳幼
児利用施設に対して、衛生管理指導を行
うとともに、施設管理者への講習会等を
開催する。
高齢者施設における集団発生の探知をよ
りスムーズにするため、国立感染症研究
所等の協力を得て高齢者施設における高
齢者施設感染症情報集システムの導入を
推進する。

A

生活衛生課

【生活衛生課】
・高齢者施設等において施設設備に起
因するレジオネラ症の発生はなかっ
た。

【生活衛生課】
・レジオネラ症防止のため、高齢者施設等
への衛生管理指導を適宜実施する。 A

生活衛生課 Ⅳ-16
食品関係施設
の監視指導の
実施

食中毒や違反食品の事件発生を未然に防
ぐため、食品関係施設へ立ち入り、
HACCPに沿った衛生管理の実施等、監視
指導を行います。また、不適切な取扱い等
については、改善の指導及び確認を行い
ます。

施設の監視指導を実施した。
監視指導件数：２，５１２件

施設の監視指導を実施する。
監視指導予定件数：３,０００件以上

A

生活衛生課 Ⅳ-17
自主管理の推
進

食品等事業者のＨＡＣＣＰに沿った衛生管
理を支援、推進することで、食品等事業者
が食品事故防止に努めるよう衛生意識を
高めます。また、その実施方法等について
は、食品衛生推進会議において各推進員
からの意見を参考にして検討を行います。

食品衛生推進会議を実施した。
開催回数：３回
食品衛生自治指導員による自主点検
表の確認を行った。
実施施設数：１２１件

・食品衛生推進会議を開催する。
・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況
の確認を行う。

A

生活衛生課 Ⅳ-18
違反・不良食
品対策の徹底

食品等の収去検査を実施し、食品衛生法
違反の疑いがある食品等を発見した場合
は、原因を調査したうえで改善を指導し、
必要に応じて販売禁止命令等の措置を講
じ、流通から排除します。また、再発防止の
ため改善の指導及び確認を行います。

収去検査を実施した。
収去検査検体数：１６４検体
　うち、不良０件、違反１件

収去検査予定検体数：２００検体

A

Ⅳ-15

ハイリスク者
利用施設への
感染症対策の

実施

抵抗力のない人に重篤な症状をもたらす
感染症を予防するため、特別養護老人ホー
ム等の高齢者施設や保育園等の乳幼児利
用施設に対して、衛生管理指導を行うとと
もに、施設管理者への講習会等を開催しま
す。

感染症に
関する
知識の普
及啓発

食の安全
性

の確保の
推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

生活衛生課 Ⅳ-19
食品衛生講習
会の実施

消費者の嗜好（しこう）等の変化により、発
生する食中毒等の食品事故の態様も変化
しているため、食品等事業者が時代に合っ
た事故対策、衛生管理を行えるよう、衛生
講習会を通じて食中毒予防及び食品衛生
の最新情報を提供します。

事業者向け食品衛生講習会を実施し
た。
実施回数：３３回、参加者数：１，４８１人

事業者向け食品衛生講習会を実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-20
消費者に対す
る普及啓発

消費者の食品への関心の高まりや、食育の
観点から、食品衛生についての正しい知識
の普及啓発が必要なため、衛生講習会や
食中毒予防キャンペーン等により消費者に
対して情報提供し、意見交換も行います。

衛生講習会やパネル展示、食中毒予防
キャンペーン等により消費者に対して
普及啓発活動を実施した。
消費者等衛生講習会実施回数：６回、
参加者数：９２人
食品衛生パネル展示：４回（食品衛生
キャンペーンを含む）
区報・広報誌への掲載：４２回
そのほか、ホームページ、チラシ、普及
啓発用品等による活動を実施した。

衛生講習会やパネル展示、食中毒予防
キャンペーン等により消費者に対して普
及啓発活動を実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-21

食品表示に関
する相談・指
導、普及啓発
の実施

食品の安全性の確保のため、食品表示法
に基づく表示が適正に行われるよう、事業
者からの相談を受け付けるとともに、指導
を行います。また、区民が表示を見て、適
切に食品を選択できるよう、講習会やホー
ムページ等を通じて啓発します。

食品表示検討会を実施した。
実施回数：１２回

食品表示検討会を実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-22
苦情・相談へ
の対応の実施

食品の安全を確保するとともに、区民の不
安解消や、正しい知識の啓発のため、食品
に関する相談や苦情を受け付けます。健康
異常を伴う苦情・相談は、重大な食中毒事
件の発端となる可能性もあることから的
確に対応します。

苦情、相談に対応した。
苦情件数：１４４件
　うち健康異常を伴うもの：４０件

食の安全に関する相談件数：３２４３件

苦情、相談に対応する。

A

食の安全
に関する
普及啓発・
相談対応
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

生活衛生課 Ⅳ-23
食中毒対策の
実施

食中毒が疑われる事件発生時には、事件
の原因と規模を把握するための調査を行
います。また、原因を究明するとともに、被
害拡大や再発防止のために営業停止処分
等の措置を講じます。

食中毒が疑われる事件発生時に、事件
の原因と規模を把握するための調査
を実施した。
食中毒事件として墨田区で行政処分し
た件数：２件
その他の食中毒関連調査：７０件
食中毒菌保菌者検索調査：１８７件

食中毒が疑われる事件発生時に、事件の
原因と規模を把握するための調査を実施
する。

A

生活衛生課 Ⅳ-24
大規模食中毒
等の危機管理
対策の充実

食品の大規模製造化、広域流通化に伴い、
大規模食中毒や毒物混入事件等に備えて
平時から国や都道府県等と相互に連携や
協力を行うとともに、「墨田区食中毒対策
マニュアル」を随時見直し、職場内研修を
行うなどして危機管理体制を整えます。

研修等を通じて対応訓練を行うなど、
危機管理体制の整備を行った。
職場内研修等で食中毒事件の対応状
況の振り返りを行い、改善が必要な事
項について整理した。

研修等を通じて対応訓練を行うなど、危
機管理体制の整備を行う。

A

生活衛生課 Ⅳ-25

食品衛生検査
における危機
管理体制の強
化

保健所職員の検査技術の維持・向上を図
り、大規模食中毒発生時等の危機管理体
制を強化します。

検査実習の年間計画に基づき、食品、
検体等のリアルタイムPCR検査や細菌
同定検査を行った。
年間実習件数：７回

実習等を通じて、職員の検査技術の維持・
向上を図る。

A

生活衛生課 Ⅳ-26
住まいと飲料
水に関する衛
生相談の実施

住宅の換気不足に起因するカビ・ダニ・結
露の発生等に関する相談や貯水槽水道を
利用した飲料水の衛生的な管理等に関す
る相談に対応します。

窓口等において衛生相談や助言指導
を行った。
チリダニ検査実施数：２０検体

給水施設の設置者や利用者に対して
衛生相談や助言指導を行った。

窓口等において衛生相談や助言指導を行
い、住宅内での健康被害防止と衛生確保
のための知識の普及啓発を実施する。

給水施設の設置者や利用者に対して衛生
相談や助言指導を行うほか、飲料水の窓
口簡易検査を行い、衛生管理に関する普
及啓発を実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-27
ねずみ・衛生
害虫等の防除
相談の実施

ねずみの除去方法やハエ、蚊等の衛生害虫
の発生防止に関する相談に対応します。

・ねずみに関する相談件数：３３５件
・殺そ剤配布数
　　ヒドロキシクマリン：１１５０袋
　　リン化亜鉛：５５４袋
・衛生害虫等の相談件数：５４件
・雨水マスへの薬剤投入数：延べ１２１,
４８９箇所

・ねずみの防除に関する助言指導を行い、
知識の普及啓発を実施する。
・衛生害虫等の防除に関する助言指導を
行い、知識の普及啓発を実施する。
・蚊媒介感染症予防のため、区内の雨水マ
スへのボウフラ駆除薬剤投入を行う。

A

食品によ
る

健康被害
の防止
対策の強
化

住まいの
衛生に
関する相
談体制
の充実



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

生活衛生課 Ⅳ-28

環境衛生関係
営業施設に対
する監視指導
の実施

理・美容所、クリーニング所、興行場、浴場、
宿泊施設等の環境衛生関係営業施設の監
視指導を行い、施設利用による健康被害
の発生を防止します。

環境衛生関係営業施設監視指導件数：
４３９件
民泊届出住宅調査指導件数：９１件

環境衛生関係営業施設の監視指導を実施
するほか、住宅宿泊事業（民泊）届出住宅
の調査指導も実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-29
公衆浴場の衛
生設備改善資
金の助成

区内で公衆浴場を営む人に対し、公衆浴場
の衛生設備を改善するための資金の一部
を助成します。

助成件数：6件
助成金額：５，１００円（１件８５０千円限
度）

助成件数：４件
助成金額：３，４００千円（１件８５０千円限
度） A

生活衛生課 Ⅳ-30
衛生講習会の
実施

環境衛生関係営業施設の営業者を対象
に、公衆衛生上の最新情報を提供し、衛生
水準の維持向上を図るため、衛生講習会
を開催します。

墨田区環境衛生協会と共に事業者向
け衛生講習会を実施した。
参加者数：３７人

環境衛生関係営業施設を対象に衛生講習
会の実施や公衆衛生上の情報提供を行
う。 A

施設の衛
生的な
環境の確
保



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健予防課 Ⅳ-31
公害健康被害
者救済事業の
実施

大気汚染による呼吸器系健康被害者に対
する補償により、被害者等の迅速かつ公正
な保護及び健康の確保を図ります。また、
看護師等の訪問による保健指導やぜん息
児デイキャンプ、アレルギー講演会、ぜん息
児水泳教室等を実施します。

・呼吸リハビリテーション教室
 ５回・延30人
・インフルエンザ予防接種費用の助成
（自己負担分）
　65歳以上28人 64歳以下84人
・家庭療養指導の実施・129人
・ぜん息児のための水泳教室
　１０回・延254人
・音楽療法教室：３回・延6人
・ぜん息児のためのデイキャンプ
　２回・延31人
・アレルギー講演会２回
　1回目8人、2回目4人

・呼吸リハビリテーション教室：５回
・インフルエンザ予防接種費用の助成（自
己負担分）
・新型コロナウイルス感染症予防接種費用
の助成
（65歳以上の自己負担分）
・家庭療養指導の実施
・ぜん息児のための水泳教室：１０回
・音楽療法教室：２回
・ぜん息児のためのデイキャンプ：２回
・アレルギー講演会：２回

A

環境保全課 Ⅳ-32

生活環境に関
する苦情相談
対応、公害防
止指導の実施

公害を未然に防止するため、工場認可時
等に指導を行うほか、生活環境に関する苦
情相談等に対応します。

・未然に公害を防止するため、工場認
可時等に指導した。
・公害苦情相談が寄せられた際に対応
した。

・未然に公害を防止するため、工場認可時
等に指導を行う。
・公害苦情相談が寄せられた際に対応す
る。

A

健康推進課

【健康推進課】
熱中症予防に係る普及啓発について、
薬剤師会に事業委託した。講演会1回

全庁各課で行う熱中症予防の取組を
把握した。

【健康推進課】
熱中症予防に係る普及啓発について、薬
剤師会に事業委託するとともに、区報等
を活用し進めていく。

全庁各課で行う熱中症予防の取組を把握
する。

A

環境保全課

【環境保全課】
指定暑熱避難施設の指定を34施設行
い、施設に経口補水液、冷却パック、の
ぼり旗の設置を行った。
各種イベントにて夏の熱中症対策・地
球温暖化防止対策の一環として、クー
ルシェアの周知を図った。

【環境保全課】
指定暑熱避難施設の追加指定を行うほ
か、施設に経口補水液、冷却パック、塩タ
ブレット、のぼり旗の設置を行う。
各種イベントにて夏の熱中症対策・地球温
暖化防止対策の一環として、クールシェア
の周知を図る。

A

高齢者福祉課

【高齢者福祉課】
猛暑避難所「涼み処」15か所を設置す
るとともに、区内在住の75歳以上の
ひとり暮らし高齢者及び75歳以上の
高齢者のみ世帯の世帯主（特別養護老
人ホーム入所者を除く）に対して熱中
症予防啓発用ポスター及びカードを郵
する。あわせて、高齢者支援総合セン
ター及び高齢者みまもり相談室の訪問
活動時に啓発及び予防啓発物品の支
給を行った。

【高齢者福祉課】
猛暑避難所「涼み処」（17か所※2か所新
設）を設置するとともに、区内在住の75
歳以上のひとり暮らし高齢者及び75歳
以上の高齢者のみ世帯の世帯主（特別養
護老人ホーム入所者を除く）に対して熱中
症予防啓発用ポスター及びカードを郵す
る。あわせて、高齢者支援総合センター及
び高齢者みまもり相談室の訪問活動時に
啓発及び予防啓発物品の支給を行う。

A

環境に起
因する
健康被害
対策の
実施

Ⅳ-33
熱中症対策の

推進

熱中症を予防するための普及啓発を行う
とともに、熱中症警戒アラート発令時には
速やかに区民へ情報提供します。また、省
エネを兼ねたクールシェアの取組を紹介し
ていきます。



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

環境監視
の実施

環境保全課 Ⅳ-34
環境監視の実
施

区民の健康で安全な生活環境を確保する
ため、大気や水質等の区内の環境を調査
し、公表します。

大気・水質・騒音・振動・放射線など、区
内の環境調査を実施し、公表した。
（令和6年度実績については墨田区
ホームページにて公表している）

大気・水質・騒音・振動・放射線など、区内
の環境調査を実施し、公表する。

A

狂犬病予
防

の推進
生活衛生課 Ⅳ-35

狂犬病予防事
業の実施

狂犬病予防法に基づき、犬の登録を行い、
鑑札を交付します。また、狂犬病の発生を
予防、撲滅するために予防注射の実施率
を向上させます。

・飼い犬の登録、注射済票の交付を
行った。
・狂犬病予防注射接種数：６，０６８件
（接種率６９．６％）

飼い犬の登録、注射済票の交付を行う。

A

生活衛生課 Ⅳ-36
動物由来感染
症に関する普
及啓発

狂犬病以外にも、オウム病やレプトスピラ
症等、動物から人に伝播する感染症が数
多く存在するため、予防に向けた情報収集
及び普及啓発を図ります。

区ホームページ、パンフレット配布等に
より動物由来感染症にに対する知識
の普及啓発を実施した。

動物由来感染症に対する知識の普及啓発
を実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-37
飼い主のいな
い猫対策の実
施

飼い主のいない猫の不妊去勢手術を推進
し、糞尿等による生活環境被害を低減さ
せ、地域でのトラブルの解消と良好な生活
環境を保持するとともに、動物愛護思想の
普及を図ります。

・不妊去勢手術等費用助成事業
　７５頭（オス４０頭、メス３５頭）

飼い主のいない猫対策を実施する。

A

生活衛生課 Ⅳ-38

動物の愛護と
適正飼育に関
する指導の実
施

動物の飼い主に対して、近隣に迷惑をかけ
ない適切な飼育と管理方法の普及啓発を
行います。また、災害に備えたペットの防
災対策の取組について啓発します。

動物の愛護と適正飼育に関する指導
と普及啓発を実施した。
・動物たちの写真展実施（区役所１Fア
トリウム展示、Web開催：出展者数５０
人、人気投票数１２０件）
・区報特集号、ホームページ、ＳＮＳによ
る普及啓発を行った。

動物の愛護と適正飼育に関する指導と普
及啓発を実施する。

A

動物愛護・
管理に
関する普
及啓発
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健計画課 Ⅳ-39
災害時医療救
護活動の強化

保健所は災害時の医療救護活動拠点とな
るとともに、医療救護所を設置するため、
マニュアルや医療資器材を整備し、平時か
らの訓練等により体制強化を図ります。

・緊急医療救護所設置訓練を1回、複
数箇所同時に実施した。
・災害時保健医療活動職員研修を実施
した。
・緊急医療救護所に配備すべき医療資
器材の整備を継続して実施した。

・緊急医療救護所設置訓練を実施する。
・災害時保健医療活動職員研修を実施す
る。
・緊急医療救護所に配備すべき医療資器
材の整備を継続して実施する。

A

保健計画課
防災課

Ⅳ-40
災害時の保健
医療活動連携
体制の構築

災害時の医療救護活動を円滑に行うた
め、関係者の登録を行い、関係機関との連
携会議を開催します。また、関係会議や訓
練等に参画します。

災害時医療救護体制検討会　２回開催 災害時医療救護体制検討会　２回開催予
定

A

保健衛生担当各
課

Ⅳ-41
災害時保健活
動体制の整備

災害時の防ぎ得る死と二次健康被害等を
最小限にするため、保健活動マニュアル等
を整備し、平時から備えます。

保健師や栄養士等の専門職における
検討会を開催し、墨田区災害時保健活
動マニュアルの必要な見直しを行っ
た。

墨田区災害時保健活動マニュアルの必要
な見直しを行う。

A

健康推進課
子ども施設課
学務課
防災課

【再掲】
Ⅲ-54

【再掲】災害時
食支援ネット
ワークの推進

災害時等に食事に配慮が必要な人への食
支援を行うため、平時の食育推進ネット
ワークを活かした仕組みを構築し、自助、
共助の視点から具体的な食支援の取組を
進めます。

令和6年8月22日及び12月16日に
災害時食支援ネットワーク検討会議を
実施し、アクションカード（要配慮者班
用）のブラッシュアップや、アクション
カード（食糧物資班用）を使用したシ
ミュレーションを行った。

令和6年度に引き続き、アクションカード
のブラッシュアップを行う。併せて「災害
時の要配慮者食支援マニュアル」について
普及啓発を行っていく。

A

災害時の
保健・
医療体制
の整備



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健計画課 Ⅳ-42
健康危機管理
体制の充実

健康被害の発生を予防し、拡大防止を図る
とともに、治療等に迅速かつ適切に対応す
るため、健康危機管理マニュアルを整備
し、関係機関連携や訓練等への運用を図り
ます。

・「墨田区健康危機管理対策の手引き」
の見直しについて、検討を行った。
・保健所における健康危機対処計画に
ついて、必要な見直しを進めた。

・「墨田区健康危機管理対策の手引き」の
見直しについて、引続き検討を行う。
・保健所における健康危機対処計画につ
いて、必要な見直しを進める。

A

安全支援課
防災課

広報広聴担当
Ⅳ-43

情報提供体制
の整備

安全・安心メールや危機管理ツイッター、防
災行政無線、防災行政無線電話応答サー
ビス等、危機の発生時に区民がいち早く情
報を得られるよう、多様な媒体の整備運用
を行います。

すみだ安全・安心メールや危機管理
エックス(旧ツイッター)、区公式ライ
ン、防災行政無線、防災行政無線電話
応答サービス等、危機の発生時に区民
がいち早く情報を得られるよう、多様
な媒体の整備運用を行った。

すみだ安全・安心メールや危機管理エック
ス(旧ツイッター)、区公式ライン、防災行
政無線、防災行政無線電話応答サービス
等、危機の発生時に区民がいち早く情報
を得られるよう、多様な媒体の整備運用
を行う。

A

安全支援課
防災課

Ⅳ-44
事業継続計画
の策定・更新

災害等発生時に、緊急対応業務や区民生
活の維持などの真に必要な業務への資源
集中を目的に、事業継続計画を策定・更新
します。

健康危機対処計画等の策定を踏まえ
て検討する必要があるため、事業継続
計画（新型コロナウイルス感染症対応
版）の更新は行わなかった。

事業継続計画（新型コロナウイルス感染症
対応版）の更新については、新型インフル
エンザ等対策行動計画の改定（R8）を踏
まえて策定を進める。 B

引き続き
健康危機
対処計画
の策定状
況等を見
守る必要
がある。

保健計画課 Ⅳ-45
ＡＥＤ（自動体
外式除細動
器）の整備

救急救命活動の充実のため、多くの区民
が利用する施設にＡＥＤ（自動体外式除細
動器）を整備するとともに、区民・団体等が
行う行事等への貸し出しを行います。

AED設置場所やAEDの利用方法の周
知をホームページや健康マップ内で
行った。
区民や団体等への貸し出しを実施し、
区民等が利用しやすい環境を整えた。
【AED　設置箇所数：139か所　保有
数：154台】

AED設置場所やAEDの利用方法の周知
をホームページや健康マップ内で行う。
区民や団体等への貸し出しを実施し、区
民等が利用しやすい環境を整える。

A

生活衛生課
【再掲】
Ⅳ-24

【再掲】大規模
食中毒等の危
機管理対策の
充実

食品の大規模製造化、広域流通化に伴い、
大規模食中毒や毒物混入事件等に備えて
平時から国や都道府県等と相互に連携や
協力を行うとともに、「墨田区食中毒対策
マニュアル」を随時見直し、職場内研修を
行うなどして危機管理体制を整えます。

研修等を通じて対応訓練を行うなど、
危機管理体制の整備を行った。
職場内研修等で食中毒事件の対応状
況の振り返りを行い、改善が必要な事
項について整理した。

研修等を通じて対応訓練を行うなど、危
機管理体制の整備を行う。

A

健康危機
管理体制
の整備



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

生活衛生課 Ⅳ-46
診療所等の開
設届受理、監
視指導の実施

適切な医療提供体制を確保させ、区民の
健康の保持を図るため、診療所等の人的
構成、構造設備、安全管理体制等について
監視指導を実施します。また、オンライン診
療実施医療機関における適切な診療の実
施についても確認します。

監視指導を実施した。
実施件数：７２件

監視指導を実施する。
予定件数：７５件

A

生活衛生課 Ⅳ-47

薬局等に対す
る監視指導及
び医薬品等の
安全確保の実
施

医薬品等の品質、安全性を確保するため、
薬局等の監視指導及び医薬品等の収去検
査を実施します。また、オンライン服薬指導
実施薬局における適切な服薬指導の実施
についても確認します。

監視指導及び収去検査を実施した。
監視指導実施件数：２１６件
収去検査数：５検体

監視指導及び収去検査を実施する。
監視指導予定件数：２２０件
収去検査予定数：５検体

A

生活衛生課 Ⅳ-48

毒物・劇物販
売業者等に対
する監視指導
の実施

医薬用外毒物及び劇物について、保健衛
生上の見地から必要な取締りを実施し、適
正な流通及び保管管理を確保させ、事故
等の未然防止を図ります。

監視指導を行い、必要な取締りを実施
した。
実施件数：６７件

監視指導を行い、必要な取締りを実施す
る。
予定件数：７０件

A

生活衛生課 Ⅳ-49

有害物質を含
有する家庭用
品の規制の実
施

区民が日常使用する繊維製品やエアゾー
ル製品等の家庭用品に含有されている化
学物質による健康被害を防止するため、試
買検査を実施します。

試買検査を実施した。
実施検体数：３０検体

試買検査を実施する。
予定検体数：３０検体

A

生活衛生課 Ⅳ-50
苦情、相談等
への対応の実
施

区民が安心して安全な医療・医薬品の提供
を受けられるよう、苦情や相談に対応しま
す。また、区民が適切な医療を選択できる
よう、医療や医薬品等に関する広告につい
て、事業者への指導及び区民からの相談
に対応します。

苦情・相談への対応及び広告指導を実
施した。
対応件数：８４件
広告指導件数：１０件

苦情・相談に対応する。

A

保健計画課
生活衛生課

Ⅳ-51
医療安全に関
する相互連携
の推進

保健所や医師会に寄せられる診療所に係
る苦情・相談について、相互に情報の共有
化を図り、協力して問題解決を進めること
で、良質な医療の提供と、医療に係る信頼
性の向上を図ります。

（生衛）保健所に寄せられた苦情・相談
のうち、医師会との共有が必要となる
重大な案件はなかった。

医師会と苦情・相談の共有を図る。

A

医事・薬事
に

関する適
切・適正な
取組の実
施



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

保健計画課 Ⅳ-52
医療連携推進
事業の実施

東京都保健医療計画に基づき、政策的に
重要な5疾病や政策的に推進すべき５事
業、在宅医療等の医療連携体制を構築し、
地域で安心して医療や福祉が受けられる
体制を構築します。

・救急医療情報キットの配布
・墨田区民医療フォーラムの開催1回
76名参加
・医療連携推進協議会の開催２回
・在宅療養支援病床確保事業の実施２
病院各１床（202日、稼働率50.5％）
・在宅療養患者搬送支援事業への支援
49件
・区民の服薬支援等推進事業への支援

・救急医療情報キットの配布
・墨田区民医療フォーラムの開催1回
・医療連携推進協議会の開催２回
・在宅療養支援病床確保事業の実施２病
院各１床
・在宅療養患者搬送支援事業への支援
・区民の服薬支援等推進事業への支援 A

保健計画課 Ⅳ-53

かかりつけ
医・歯科医・薬
剤師の普及推
進

身近で気軽に、病気や療養生活、健康のこ
とについて相談できるかかりつけ医・歯科
医・薬剤師を持つことを推進します。

健康マップ、高齢者の健康ガイド、ホー
ムページ等の機会を通じて周知した。

健康マップ、高齢者の健康ガイド、ホーム
ページ等の機会を通じて周知する。

A

保健計画課 Ⅳ-54
地域医療構想
の実現に向け
た体制整備

区民ができるだけ地域の中で適切な医療
を享受できるよう地域の医療関係者と連
携し、必要な医療体制の確保や人材育成
等の体制整備を推進します。

医療体制の整備について、関係機関と
の連携を推進した。

医療体制の整備について、関係機関との
連携を推進する。

A

保健計画課 Ⅳ-55
休日応急診療
事業の実施

休日の医療を確保するため、休日応急診
療所（内科、小児科）をすみだ福祉保健セン
ター内に設置します。また、休日の歯科診
療や整形外科診療については、区内医療
機関の当番制により実施します。

休日応急診療所及び休日歯科診療事
業を実施した。
【休日応急診療所】
　稼働日数：72日
　総受診者数：2422人
　（昼間：1673人、準夜：749人）
　（１５歳以下受診者数：752人）
【休日歯科診療】
　稼働日数：72日
　受診者数：215人

休日応急診療所及び休日歯科診療事業を
実施する。

A

保健計画課 Ⅳ-56
献血の普及・
推進

安全な血液を確保するため、献血思想の
普及を図り、献血制度の適正な運営に資す
るよう推進します。

区役所１階で献血を年3回実施した。
区報や区ホームページ等を通じた周知
を行い、献血の普及啓発を図った。

区役所１階で献血を実施（年３回予定）す
る。
区報や区ホームページ等を通じた周知を
行い、献血の普及啓発を図る。

A

保健計画課 Ⅳ-57
移植医療の普
及推進

移植医療についての区民の理解と協力を
促し、ドナー（提供者）登録の推進を図りま
す。

・国及び東京都の動向を踏まえ、ド
ナー登録の普及啓発、推進を図った。
・骨髄移植ドナー支援事業助成金交付
要綱に基づき、骨髄等の提供を促すと
ともに事業周知を図った。

・国及び東京都の動向を踏まえ、ドナー登
録の普及啓発、推進を図る。
・骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要
綱に基づき、骨髄等の提供を促すととも
に事業周知を図る。

A

地域医療
連携の
推進

医療の確
保に
資する
取組の推
進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

新保健施
設等

複合施設
の整備

保健衛生担当各課
子育て支援総合セ

ンター
教育センター

　　　　      　　　他

【再掲】
Ⅳ-58

新保健施設等
複合施設の整
備

区民の健康づくりや母子保健、災害医療体
制の拠点として、区民が利用しやすい総合
的な保健施設等複合施設を整備します。

・建築工事完了（令和６年６月末）
・付帯設備等の検討、工事進捗管理
・新しい働き方の検討（継続）
・文書削減（継続）
・移転準備及び移転作業
・施設運用、施設管理の検討

当該事業終了のため、計画なし。 A
R6にて
事業終了

保健計画課
生活衛生課

Ⅳ-59
衛生統計調査
の実施

国民の保健衛生の向上に資する調査（人口
動態調査、国民生活基礎調査、医療施設調
査、国民健康・栄養調査等）を実施します。

（生衛）医療従事者届を適切に実施し
た。

各調査を適切に実施する。

A

保健計画課 Ⅳ-60
区民の健康に
関する調査・
研究の実施

「すみだ健康づくり総合計画」の評価や健
康課題抽出を目的に、健康に関する意識
調査等を実施します。

健診・医療・介護データを用いて区民
の健康課題に関する探索的分析を実
施した。分析によって明らかになった
健康課題を区民に周知し、健康づくり
に対する意識を啓発するために「すみ
だ健康カルテ」を作成し、HP上に公開
した。
転倒予防チラシ8000枚作成・配布

健診等のデータを分析し、区民の健康課
題やその要因について検討を行い、エビ
デンスに基づいた効果的な施策につなげ
ていく。
・健康カルテの更新
・データ利活用推進検討会の実施

A

保健計画課 Ⅳ-61
区民の健康度
評価研究事業

千葉大学との連携により、区が保有する
ビッグデータや健康の社会的決定要因に
関する調査研究等を通じて、区民の健康度
や健康課題を明らかにします。また、健康
課題解決に向けた取組を公民学の連携に
より推進します。

関係機関に配布した。 Ｒ５に事業終了

その他

区ＨPに
公開する
予定だっ
たが変更
になった
ため

保健衛生
に係る
調査・研究
の推進



取組の
方向性

Ｒ７担当
番号 事業名 取組・内容 ６年度実績 令和７年度計画

達成状況
A：計画どおり実施し、すみ
だ健康づくりの視点におい
ても効果を発揮した
B：計画どおり実施したが、
すみだ健康づくりの視点に
おいて課題が残る
C：計画に遅れが生じてい
る
その他：計画の見直しの必
要が生じた

コメント
※達成状況
がA以外の
場合は理由
をご記入く
ださい

備考
※事業名、
目的・内容
の変更また
は特筆すべ
きことがあ
る場合ご記
入ください

行政経営担当 Ⅳ-62

ゼロ次予防を
意識した都市
デザインの推
進

地域と大学の交流空間となるあずま百樹
園の整備にあたり、ゼロ次予防を意識した
デザインを取り入れ、新しい時代の健康づ
くりの実現に役立てます。

ウェルネストラックをあずま百樹園
（キャンパスコモン）に、令和7年2月に
設置した。

設置したウェルネストラックを活用した事
業を展開していく。

A

スポーツ振興課
地域活動推進課

Ⅳ-63
運動施設等の
整備・運営

区民が気軽に利用できる運動施設や健康
増進施設の整備及び管理運営を行いま
す。

各運動施設において、利用者が安全に
スポーツへ参加できるよう、施設の維
持管理及び整備を行った。

各運動施設において、利用者が安全にス
ポーツへ参加できるよう、施設の維持管
理及び整備を行う。 A

公園課 Ⅳ-64

多様なニーズ
に応えられる
魅力的な公園
の整備

公園の出入口や園路、トイレ等のバリアフ
リー化を進め、誰でも快適に使える公園を
つくります。また、ボール遊び広場や健康
遊具等のスポーツやレクリエーションに資
する施設を整備するとともに、自然と触れ
合える場を創出します。

・東あずま公園再整備に向けた基本設
計を行った。
・大横川親水公園（パレットゾーンほ
か）の再整備に向けた実施設計を行っ
た。
・東墨田第一公園、ひいらぎ広場及び
大横川親水公園（未整備区域）の整備
を完了した。
・公園愛護委員会及び花クラブボラン
ティアと連携し、　一部公園の花壇を
管理した。

・東あずま公園再整備に向けた実施設計
を行う。
・横川公園の再整備に着手する。
・緑町公園にボール遊び広場を整備する。
・大横川親水公園について、インクルーシ
ブ遊具整備工事（清平橋南側）、遊具等改
修工事（平川橋跡～横川橋）を行う。イベ
ント広場改修工事（長崎橋跡北側）に着手
する。
・引続き公園愛護委員会及び花クラブボ
ランティアと連携し、一部公園の花壇を管
理する。

A

都市整備課
公園課

Ⅳ-65
うるおいと安
らぎのある水
辺空間の整備

旧中川、北十間川、横十間川、竪川等の内
部河川について、テラスや歩行空間等の整
備を行う等、水辺とその周辺が一体となっ
た魅力的な親水空間を創出します。

江東内部河川整備事業(北十間川と横
十間川の合流部及び横十間川 天神橋
～錦糸橋:右岸)で親水テラス整備に向
け修景施設設計（照明、植栽等）を実施
した。

東京都江東治水事務所による北十間川及
び横十間川の低水路整備工事の事業調整
を行い、テラス開放に向けて江東内部河
川整備事業を推進させる。 A

道路・橋りょう課 Ⅳ-66
安全・快適な
道路空間の整
備

自転車専用レーン等の設置により、歩行者
と自転車の双方が安全で快適に通行でき
る道路空間を整備するとともに、道路のバ
リアフリー整備を進め、高齢者・障害者の
行動範囲を拡大します。また、花の咲く街
路樹への植替えや、植樹ます等の設置によ
り、明るく、美しく、住みやすいまちをつく
ります。

墨４９号路線と墨７４号路線、墨７５号
路線の自転車レーン整備を実施した。
曳舟川通り及び墨４９号路線のバリア
フリー整備工事を実施した。

墨３６号路線と墨４６号路線、墨４７号路線
の自転車レーン整備を実施する。
曳舟川通り及び墨６３号路線のバリアフ
リー整備工事を実施する。

A

健康づくり
を

促す環境
整備


